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平成１３年度高富町・伊自良村・美山町合併協議会予算流用について（報告）

高富町・伊自良村・美山町合併協議会予算を流用しましたので、高富町・伊自良村・美山町合併協議会財務規程第６条の規定

により報告します。

流 用 額 １９０，０００ 円 流 用 日 平成１４年 ３月 ４日

予 算 流 用 先 款０１運営費 項０２事務費 目０１事務費 節１４使用料及び賃借料

流 用 前 予 算 現 額 ４４２，０００ 円

流 用 後 予 算 現 額 ６３２，０００ 円

決 算 見 込 額 ６３２，０００ 円

不 足 理 由 事務局設置のコピー機使用料が当初の見積額より増加したため。

予 算 流 用 元 款０２事業費 項０１事業推進費 目０１事業推進費 節１２役務費

流 用 前 予 算 現 額 １，３９９，０００ 円

流 用 後 予 算 現 額 １，２０９，０００ 円

決 算 見 込 額 ３９０，０００ 円

新しいまちづくりに関する住民意識調査用紙について、当初郵送を予定していたが自治会等に配布を
予 算 残 の 主 な 理 由

お願いしたため。

平成１４年 ４月 １日 高富町・伊自良村・美山町合併協議会

会長 高富町長 山 崎 通
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Ⅰ 序 論 
 

１  時代の潮流 
 

（１）地方分権と独自の地域づくり 
 地方分権は、いまや時代の大きな流れとなっています。地方分権の推進によ

り、その主体となる地方自治体の権限と責任は大きく拡大します。地域の自主

性、自立性を確立し、新たな地域経営の視点から独自の地域づくりの戦略を策

定し運営していくためには、多様な人材の育成や企画部門の拡充などの行政能

力の質的・量的向上が望まれます。 
 

（２）少子・高齢化の進行 

 わが国においては、少子・高齢化が急速に進行しています。高齢者の増加に

より、生きがいやゆとりのある生活やふれあいなど心の豊かさを重視する傾向

はより強まるものと考えられます。反面、生産年齢人口の減少に伴う経済力の

低下や福祉・医療などに要する財政的負担の増大が、地域社会づくりにとって

大きな課題となっています。 
 

（３）情報化 
 情報通信基盤の整備と情報技術の目覚ましい進歩によるインターネットな

どの急速な普及によって、容易に世界各地と情報交換が可能な新しいネットワ

ーク社会が創られつつあります。高度情報技術が社会のあらゆる面で活用され

る新たな情報化社会の構築のため、地域においても、情報通信基盤の構築、行

政の情報化などが求められています。 

 

（４）国際化 
情報化の進展と高速交通ネットワークの整備により、経済、文化、生活など

あらゆる分野において地球規模での交流が拡大しています。交流の主体も、国

と国のレベルに止まらず、地域と地域、組織と組織、個人と個人のレベルまで

広がっています。国際社会に対応できる人材の育成が課題になっています。 

 

（５）成熟化 
住民の価値観や生活スタイルは多様化しており、これらに対応する広汎で多
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様な行政サービスが求められています。さらに、地域情報化、環境問題、高齢

社会に対応した福祉政策など新たな行政課題が発生してきています。住民に身

近なサービスを提供する地方自治体においては、総合的な施策の企画と実施、

専門職員の育成や弾力的配置、効率的な公共施設の活用などによってこれらに

対応する必要があります。 
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２  住民の意向（「新しいまちづくりに関する住民意識調査」結果の要旨） 

 

（１）調査目的・対象・方法 
 この住民意識調査は、合併による新市の対象区域である山県郡３町村の住民

の町村合併への関心や地域の将来像についての意向などを把握し、新市将来構

想・建設計画策定の基礎資料とするとともに、町村合併に対しての住民の関心

を高めることを目的として、平成 13 年 10 月、山県郡３町村内の全世帯（8,622

世帯）を対象に実施しされたものです。このうち回収有効数 4,162 票で、回収

率 48.3％でした。 

  

（２）合併後の新市の将来イメージ 
 望ましいと考えられている新市の将来像は、「健康づくりや子供・お年寄り

などを大切にする保健・福祉のまち」、「緑豊かな自然環境を大切にするまち」、

「道路、公園、上下水道などの生活環境が整ったまち」が将来イメージの回答

の中で上位を占めています。 

48.5

40.5

40.1

29.1

27.6

18.6

14.2

11.9

10.3

10.0

9.9

4.9

2.4

3.7

0 10 20 30 40 50 60

保健・福祉のまち

自然環境を大切にするまち

生活環境が整ったまち

安全なまち

清潔・快適なまち

産業のまち

活気のあふれるまち

文化の香りがあるまち

景観の優れたまち

ふれあいのまち

健やかなまち

伝統などを大切にするまち

その他

無回答

n=4162　　(%)
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7.18

7.06

6.99

6.90

6.55

6.54

6.49

6.27

6.27

6.12

5.97

5.95

5.77

5.67

5.64

5.58

5.45

5.37

5.36

5.30

5.24

5.18

4.92

4.88

4.61

4.54

4.51

3.81

0 2 4 6 8

保健・医療体制の充実

社会保障の充実

高齢者福祉の充実

ごみ処理・リサイクル体制や施設の充実

学校教育の充実

道路の整備

環境保全対策の推進

青少年の健全育成施策の充実

児童福祉の充実

下水道（合併処理浄化槽を含む）の整備充実

障害者（児）福祉の充実

安全施設の整備充実

住民のいこいの場の整備充実

CATVやｲﾝﾀｰﾈｯﾄの活用など地域情報化

地域のイメージアップ

公共交通の便の充実

工業の振興

コミュニティ施設の充実や地域活動の促進

ボランティア活動等への一層の支援

生涯学習、芸術・文化振興施策や施設の整備充実

商業の振興

水道施設の整備充実

男女共同参画社会づくりの推進

スポーツ振興施策や施設の整備充実

観光の振興

農林業の振興

国際交流や地域間交流の促進・充実

 色彩・デザインなどを考えた景観づくり

 
 
 

（３）町村合併に期待すること 
  「行政事務の効率化による経費削減」、｢各種行政サービスの充実と安定的提

供」、｢道路・公共施設など広域的視点からのまちづくり」に対して、多くの期

待が寄せられています。 

 

（４）合併による新市の施策の充実化への期待 
 合併による新市の施策の中で充実が期待されている施策は、分野別では「保

健・医療・福祉分野」、「生活環境分野」、｢文化・人づくり分野」の順に多くの

期待が寄せられており、各分野の中の施策では「保健・医療体制の充実」、「社

会保障の充実」、「高齢者福祉の充実」などの期待が高い結果となって示されて

います。 

 

    ○ 各項目の期待度（全体、期待度降順）    （単位：ポイント） 
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Ⅱ 新市の概況 
 

１  新市の概況 

（１）位置と地勢 

 新市は、岐阜市の北側に隣接する位置にあり、ＪＲ岐阜駅から約９～34km の

範囲に広がっています。地勢は山地丘陵部が多く、北端の日永岳 1,216ｍを最

高峰として枝状の山地と、長良川支流の武儀川、鳥羽川、伊自良川沿いの平坦

地で構成されています。 

 

（２）面積 
 新市は、南北方向約 25 ㎞、東西方向約 14 ㎞の範囲に広がり、約 22,204ha

の面積を有しています。地目別では農用地約６％、森林約 84％、宅地約 3％、

道路約 2％となっています。 

 

（３）交通 
 新市の道路は、岐阜市と新市を繋ぎ南北の幹線となる国道 256 号及び主要地

方道岐阜美山線、新市と関市、武儀郡及び本巣郡を繋ぎ東西に連絡する国道 418

号及び主要地方道関本巣線等が広域連絡や地域内連絡のための重要な幹線道

路となっています。 

また、東海環状自動車道の（仮称）高富インターチェンジが計画されており、

将来の広域交通拠点として新市の発展にとって重要な役割を果たすものと思

われます。 

    

（４）人口と世帯数 
 平成 12 年国勢調査によると、３町村の総人口は 30,951 人です。平成 7年ま

では増加を続けていましたが、平成７年から平成 12 年にかけては 1.8％の減少

に転じています。また、世帯数は 9,290 世帯で、増加を続けていますが、核家

族化の進行により１世帯当りの人員は減少しています。 
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 ○ 人口・世帯数の推移                     
 昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年 

３０，５９２ ３０，９８９ ３１，５３４ ３０，９５１人口  （人） 

変化率 （％） ３．１ １．３ １．８ －１．８

世帯数（世帯） ７，８５６ ８，１５５ ８，７０８ ９，２９０

１世帯当り人員（人） ３．８９ ３．８０ ３．６２ ３．３３

資料：国勢調査 

 

 年齢別の構成比を見ると、14 歳以下の年少人口は 19.9％、15 歳から 64 歳

までの生産年齢人口は 60.1％、65 歳以上の高齢者人口は 14.0％となってい

ます。岐阜県全体の値と比較すると、14 歳以下の年少人口は少なく、65 歳以

上の老齢人口は多くなっており、平成 2 年の国勢調査の時点より少子・高齢

化がさらに進行しています。 

 

○ 年齢別人口（３区分） 
総数 ０～14歳 15～64歳 65歳以上 

国勢調査 
人口（人） 人口（人）構成比(%) 人口（人）構成比(%) 人口（人） 構成比(%)

平成２年 30,989 6,164 19.9 20,472 60.1 4,353 14.0
新市 

平成12年 30,951 4,696 15.2 20,198 65.5 5,937 19.3

平成２年 2,066,596 387,665 18.8 1,415,333 68.5 262.594 12.7
県計 

平成12年 2,107,687 319,680 15.4 1,378,615 66.3 382,107 18.4

       資料：国勢調査 

 （６）産業 
 就業人口は、県全体に比べ第２次産業の割合が高くなっているのが特徴で

す。 
就業人口の全体数は昭和 60 年以降増加していますが、第１次産業、第２次

産業の就業人口は減少し、第３次産業の就業人口は増加しています。 

 
    ○ 産業別大分類就業人口                     単位：人、％ 

第１次産業 第２次産業 第３次産業 
年 総数 

人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比

昭和６０年 15,338 1,268 8.3% 7,988 52.1% 6,076 39.6%

平成２年 15,688 923 5.9% 8,096 51.6% 6,664 42.5%

平成７年 16,279 846 5.2% 7,865 48.3% 7,567 46.5%

資料：国勢調査 
 

製造業は、事業所数・従業者数とも減少傾向にあり、製品出荷額は近年減

少に転じています。業種別では、食料品、家具装備品、プラスチック、衣服、

木材木製品、金属、一般機械器具などの製造品出荷額が多くなっています。 
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商業は、商店数はほぼ横ばい、従業者数は増加しているものの、年間販売

額は近年減少に転じています。 

新市の主な観光レクリエーションの資源は、自然環境では、北部に広がる

広大な森林や伊自良湖、渓流などの水が挙げられ、主な施設としては、四国

山香りの森公園、伊自良キャンプ場、グリーンプラザみやま、ふれあいバザ

ール、３箇所のゴルフ場などがあります。 
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２ 広域圏における位置付け 
  

（１）県政の指針との関連 

 県政の指針（平成 11 年３月策定、平成 11 年度～平成 15 年度）は、「便利

な・元気な・安らかな」という三つの「な」と「美しい・温かい・楽しい」

という三つの「い」を備えた「日本一住みよいふるさと岐阜県」の実現を目

指すとしています。 

新市を含む岐阜圏域の将来像は、「ファッション・デザイン文化を発信する

安らかな県都創造圏」を基本目標とし、「ファッション･デザイン文化を発信

する“県都圏づくり”」、「福祉・健康分野の機能集積を生かした“総合的な福

祉モデル圏”の形成」、「ＶＲ、生命科学などの拠点や大学と連携した新産業

の創出と既存産業の活性化」を期待される振興方向としています。 

圏域北部においては、福祉・健康分野などの機能集積を生かした「総合的

な福祉モデル圏」の形成が期待されるとしています。 

また、交通基盤づくりとして、東海環状自動車道の整備促進が当面の取り

組みとして位置づけられています。（仮称）高富インターチェンジの整備によ

り広域交流の機会が飛躍的に増大し、新市の発展の基盤となることが期待さ

れます。 

 

（２）岐阜地域第４次広域市町村圏計画との関連 

 新市を含む岐阜地域の広域市町村圏計画（平成１３年３月策定、基本構想：

平成 13 年度～平成 22 年度）では、その基本目標を「個性の調和が織りなす

県都交流圏の創造」として、恵まれた資源を有効利用し、地域（市町村）の

個性を尊重しつつ、相互の連帯により圏域の調和のとれた発展を図るとして

います。 

当該計画の中で、新市を構成する山県郡３町村は、それぞれ次のような役

割を担うこととされています。 

＜高富町＞東海環状自動車道の建設を促進し、流通・倉庫業等の産業の発

展を図るとともに、緑豊かな自然を生かし、快適な都市近郊地住宅、福祉・

スポーツ・レクリェーションの地としての役割を担う。 

＜伊自良村＞農産物の供給地、また伊自良湖を中心としたレクリエーショ

ン地はもとより文化の発信地として活気ある圏域の一端を担う。 

＜美山町＞工業製品および林産加工品の供給地としての役割とともに、恵

まれた自然環境やキャンプ場などの施設を活かした観光・レクリエーション

地としての役割を担う。 
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３  新市の課題 

 

（１）高齢社会への対応 
 新市において高齢化は県全体に比して速く進行するものと思われます。住

民意識調査でも福祉・保健・医療への期待は最も高くなっています。高齢者

や障害者を含めたすべての住民が安心し生きがいを持って暮らせるように、

地域に根ざした福祉施策を推進していく必要があります。 
 

（２）快適で便利な生活環境整備 
 新市においては、まちづくりの基礎となる社会基盤の整備・充実が必要で

す。住民意識調査でも道路や下水道を始めとする社会基盤・生活基盤の整備

を望む声が高くなっています。活力あるまちづくりを進めるために、さらな

る人口定着を図り、快適で魅力ある社会・生活基盤を整備していく必要があ

ります。 
 

（３）自然環境の保全 
 自然環境の保全は地球規模の課題となっています。新市においても、住民

の快適で安全な生活を守り、やすらぎやレクリエーション、さらには産業の

場として活用するため、新市の貴重な資源である森林、河川などの自然環境

を保全していく必要があります。また、省資源・リサイクルを推進し、自然

と共生する循環型社会の形成が求められています。 
 

（４）地域産業の振興・育成 
 活力あるまちづくりのためには、産業の活性化による経済的基盤の強化が

必要です。長引く景気停滞のなか経営環境は悪化しており、後継者や若年労

働力の不足などの課題も抱えています。農林業や地場産業の活力を向上する

施策を推進するとともに、外部からの産業立地の促進も望まれます。 
 

（５）人材育成と若年層の定着 
 ２１世紀に新たに誕生する新市のまちづくりを担う人材の育成と意識改革

は、あらゆる分野において取り組んでいかなければならない重要な課題です。 
 また、若年層の減少は、地域全体の活力と魅力を低下させる要因となりま

す。魅力のある教育の場、就業の場、生活の場を充実し、さらに子供が健全

に成長できるまちづくりによって、若年層の定着を図る必要があります。 
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計画の前提と課題のまとめ 

 
 
 
 

 
 

新しいまちづくりに関する 
住民意調査結果から 

           時代の潮流 
○地方分権と独自の地域づくり 

地方自治体の行財政基盤の強化と自治力の向上 
○少子・高齢化 

総合的な福祉政策の実施 
○情報化・国際化 
  地域情報化、国際交流の推進 
○成熟化 

住民ニーズの多様化に対応した総合的なまちづくりと行

政能力・サービスの向上 

 

     地域の特性 
○都市近郊に位置するが、山地丘陵部

が大半で自然環境に恵まれている 

○人口は約 31,000 人で、これまで増

加傾向にあったが、減少に転じた 

○高齢化が県全体に比べて進行して

いる 

○県全体に比べ第２次産業の比率が

高い 

特に地場産業のある北部で顕著 

○第３次産業の比率が増加傾向にあ

る 

○住民の生活圏は都市部に及んでい

る 

○広域的連絡や地域内各地を結ぶた

めの幹線道路の整備が課題 

○下水道整備が課題 

     住民の意向 
（新しいまちづくりに関する 
住民意識調査結果から） 

 
○保健、医療、福祉分野に対する期

待が大きい 
○生活環境、特に道路整備に対する

期待が大きい 
○自然環境を大切にしたいという

意向も強い 
○教育の充実が望まれている 
            など 

         新市の課題 
○高齢社会への対応 
○快適で便利な生活環境整備 
○自然環境の保全 
○地域産業の振興・育成 
○人材育成と若年層の定着 
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Ⅳ まちづくりの基本方針 
 

１ 基本方針策定の視点 

 

（１）時代の潮流を踏まえた長期的視点 

 地方分権、少子・高齢化、国際化、情報化などの時代の潮流を踏まえ、多様

なまちづくりの課題に対して、長期的視点に立った総合的な取り組みによって

対応します。 

 

（２）地域の課題への対応 

地域の特性や住民意識調査結果から導き出された新市の課題に的確に対応

します。 

 

（３）地域の特長を活かし発展させる取り組み 

 新市は、都市近郊の住宅地、豊かな森林資源、商業集積や内陸工業地などの

産業基盤、レクリエーション施設などの特長を持ち、さらに交流拠点としての

可能性を有しています。 

合併した地域間の結びつきを強め、新市としての一体的な発展を図るととも

に、こうした地域の特長を生かし、それぞれの活力を高めます。 

 

（４）既存の計画・施策の継続 

 既に策定・実施されている広域計画や３町村の総合計画は尊重されるべきで

あり、新市においても原則として計画や施策の継続性について配慮します。 
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２ まちづくりの基本理念 

 
時代はいま、地方分権、少子・高齢化、国際化、情報化、成熟化の進展な

ど大きな転換期を迎えています。２１世紀に新しく誕生する新市は、このよ

うな社会の変化に適切に対応し、新たな意識を持って生き生きとした住みよ

いまちづくりを目指します。 

 

新市は、みどり豊かな森林、美しい清流などの自然環境に恵まれた地域と、

住宅や産業基盤などが集積した都市の活力を有する地域を併せ持っています。

このような地域の特長と可能性を生かし、それぞれの調和を図りつつ、総合

的な発展を目指します。 

 

新市は、住民一人ひとりが生涯を通じて安らぎを感じられる福祉社会の実

現を目指すとともに、快適で便利な生活を享受できるまちづくりを目指しま

す。 

 

こうしたことから、豊かな自然と活力ある都市が調和した『安らかで快適

な２１世紀の住みよいまちづくり』を新市のまちづくりの基本理念とします。 

 

 

 

 

 

 

 

豊かな自然と活力ある都市が調和した 

『安らかで快適な２１世紀の住みよいまちづくり』 
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 ３ まちづくりの基本方針 

 
 

（１）健やかで安らかなまちづくり 
 日常的な健康管理によって、より多くの人が健康な生活が営めるように、保

健・医療体制を整備します。高齢者や障害者など社会的に立場の弱い方々の不

安を解消し、だれもが安心して生きがいを持って暮らせる地域社会づくりを進

めます。福祉活動の拠点として既存施設の有効利用を図り、地域に根ざした福

祉施策を展開します。さらに、少子化対策として子育て支援を進めます。 

 また、住民生活の安全を守る基本施策として、災害や犯罪など各種の緊急事

態に対する体制を整備し、安全安心のまちづくりを進めます。 

 

（２）便利で快適なまちづくり 

 新市の一体的な結びつきの強化と広域交通の利便性の向上を図るため、幹線

道路網の改良整備を行います。さらに東海環状自動車道の整備促進を働きかけ、

（仮称）高富インターチェンジの早期開設を目指します。また、新市の重要な

公共交通機関であるバスの利便性の向上を図ります。 

上・下水道、住宅などの整備を進めて、快適な居住環境づくりを推進します。 
 今後ますます進展する高度情報化に対応するため、地域情報化施策を進め、

住民生活や産業活動のニーズに対応した情報ネットワークを拡充します。 

また、多様化する行政需要に対応するため、行政サービスの一層の向上を図

ります。 

 

（３）豊かで美しい自然を守るまちづくり 

 新市の豊かで美しい自然環境を保全するとともに、共生・交流体験やレクリ

（１） 健やかで安らかなまちづくり 

（２） 便利で快適なまちづくり 

（３） 豊かで美しい自然を守るまちづくり 

（４） 活力あふれる産業のまちづくり 

（５） 豊かな心と文化を育むまちづくり 



 15

エーション活動の場として活用を図ります。 
また、下水道整備による水質保全を始め河川環境の浄化を推進します。 
循環型社会の構築を目指し、省資源・リサイクルを推進します。 

 

（４）活力あふれる産業のまちづくり 

 地場の主要な産業である農林業や中小企業を支援するとともに、新たな産業

の立地を図り、活力に満ちた産業が発展するまちとします。観光レクリエーシ

ョンなどの多様な交流を推進する拠点を活用して、活気と魅力あふれるまちの

実現を図ります。 
 

（５）豊かな心と文化を育むまちづくり 

 次代を担う子供達が健全に育つ環境を整えるとともに、高度情報化や国際化

等の新たな時代の変化に対応した教育を充実します。また、住民の生涯教育・

スポーツなどの多様なニーズに対応した環境づくりを進めるとともに、地域に

根ざした文化が育つまちとします。 
 



協議細目

（案）

[使用料]

①

②

①

②

③

[手数料] ④

① ⑤

②

※ ①

②

③

※
④

　各種事業に対する分担金・負担金（加入
負担金含む。）については、別途協議項目
とする。

　(手数料)
第２２７条　普通地方公共団体は、当該
普通地方公共団体の事務で特定の者の
ためにするものにつき、手数料を徴収す
ることができる。

窓口サービス関係の手数料

各種許可・検査等の手数料

　実費徴収分（コピー料、教材・用紙代、健
診負担等）については、別途協議項目と
する。

　使用料については、原則として現行のとおりとする。ただし、同一又は類似する施設の使用料
については可能な限り統一する。また、必要に応じて緩和措置を講ずるものとする。

　手数料については、３市におけるこれまでの料金改定の経緯や受益者負担の原則を基本
に、サービスに対する適正な負担を決定し、合併時に統一するものとする。

第２３８条の4（第１項～第３項、第５項、
第６項　省略）

４　行政財産は、その用途又は目的を妨
げない限度においてその使用を許可する
ことができる。

　使用料は、当分の間、原則として現行のとおりとする。ただし、道路占用料については、秋川
市の制度に統一する。

　幼稚園保育料については、西紀町及び今田町の例による。

平成13年1月21日

　(分担金)
第２２４条　普通地方公共団体は、政令で
定める場合を除くほか、数人又は普通地
方公共団体の一部に対し利益のある事
件に関し、その必要な費用に充てるた
め、当該事件により特に利益を受ける者
から、その受益の限度において、分担金
を徴収することができる。

平成13年5月1日

　使用料については、原則として現行のとおりとする。ただし、同一又は類似する施設の使用料については可能な限り統一する。また、必要に応じて
緩和措置を講ずるものとする。

　手数料については、３町村におけるこれまでの料金改定の経緯や受益者負担の原則を基本に、サービスに対する適正な負担額を決定し、合併時
に統一に努めるものとする。

　地方自治法（抄） 新市町村名 合併の期日
「使用料・手数料等の取扱い」として協議
するもの

合 併 協 定 書 か ら の 抜 粋

先 進 事 例

公の施設の使用料

行政財産の目的外使用料

　ただし、上水道・簡易水道の使用料、農
業集落排水施設の使用料、保育料、公営
住宅等の使用料、有線テレビ使用料につ
いては別途協議項目とする。

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

　合併協議会事務局

調 整 の方 針

協 議 項 目

項 目 備　　　　　　　　　　　　　　考

 使用料・手数料等の取扱い(上・下水道使用料,有線テレビ使用料,公営住宅使用料を除く。)

　(使用料)
第２２５条　普通地方公共団体は、第２３
８条の４第４項の規定による許可を受け
てする行政財産の使用又は公の施設の
利用につき使用料を徴収することができ
る。

　清掃手数料については、原則田無市の例により調整する。

　事務手数料については、現行単価を基準として統一を図る。

　保育料については、負担の軽減を図る方向で調整する。

　学童クラブ育成料及び間食費については、田無市の例により調整する。

西 東 京 市

さ い た ま 市

　２市で差異のある使用料、手数料等については、次のとおりと扱うものとする。

　学校施設使用料及び公園使用（占用）料については、田無市の例による。

　なお、類似の施設等については、新市において調整する。また、手数料については、住民の
一体性の確保を図るとともに、住民負担に配慮し、「負担の公平性の原則」により、統一に努め
る。

あ き る 野 市 平成7年9月1日

篠 山 市 平成11年4月1日

　保育所保育料については、国の保育料徴収金基準額表を参考として、合併時に調整す
る。

　使用料及び手数料については、原則として現行のとおりとする。ただし、新町における住民の
一体性の確保を図るとともに、住民負担に配慮し、負担の公平性の原則から、適正な料金のあ
り方等について、新町において引き続き検討する。

　一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請手数料については、篠山町の例による。

　国民健康保険直営診療所使用料及び手数料については、篠山町の例による。
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行政財産の目的外使用に係る使用料 行政財産の目的外使用に係る使用料 行政財産の目的外使用に係る使用料

老人福祉センター（目的外使用）

区　　分 9～13時 13～17時 17～22時 9～22時

集会室 1,050円 1,050円 2,100円 4,200円

娯楽室 1,050円 1,050円 2,100円 4,200円

＊冷暖房を使用する場合は30パーセント加算する。

母子健康センター（目的外使用）

区　　分 9～13時 13～17時 17～22時 9～22時

保健指導室 735円 840円 1,575円 3,150円

乳児相談室 1,050円 1,050円 2,100円 4,200円

＊冷暖房を使用する場合は30パーセント加算する。

調整する。

 使用料・手数料等の取扱い（上・下水道使用料、有線テレビ使用料、公営住宅使用料を除く。）

電柱その他これに類す
るもの

電気通信事業法施行令別表の規定
により算出して得た額

土地の使用で前各号以
外のもの

使用する土地の台帳価格に100分の
3を乗じて得た額

電気通信事業法施行令別表の規定
により算出して得た額

使用する土地の台帳価格に100分の
3を乗じて得た額

土地の使用で前各号以外
のもの

具 体 的 な 調 整 内 容

区　　　　分 使　　　用　　　料

電柱その他これに類するも
の

電気通信事業法施行令別表の規
定により算出して得た額

　合併協議会事務局

事務所、食堂、売店等

使用する建物の台帳価格に100分の
7を乗じて得た額と次の算式（＊）に
より計算して得た額とを合算した額

＊当該建物の建面積に相当する土
地の使用料×当該建物のうちその使
用に係る部分の面積／当該建物の
延面積

前各号以外のもの 村長が別に定める額 前各号以外のもの 町長が別に定める額

美 山 町

事務所、食堂、売店等

前各号以外のもの

使用する建物の台帳価格に100分の
7を乗じて得た額と次の算式（＊）に
より計算して得た額とを合算した額

＊当該建物の建面積に相当する土
地の使用料×当該建物のうちその使
用に係る部分の面積／当該建物の
延面積

町長が別に定める額

土地の使用で前各号以
外のもの

調 整 の方 針

協　議　項　目

高 富 町

電柱その他これに類す
るもの

現行のとおりとする。

使用する土地の台帳価格に100分
の3を乗じて得た額

事務所、食堂、売店等

使用する建物の台帳価格に100分
の7を乗じて得た額と次の算式
（＊）により計算して得た額とを合算
した額
＊当該建物の建面積に相当する
土地の使用料×当該建物のうちそ
の使用に係る部分の面積／当該
建物の延面積

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

区　　　　分 使　　　用　　　料 区　　　　分 使　　　用　　　料

伊 自 良 村

協議細目 使　用　料
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小学校及び中学校 小学校及び中学校 小学校及び中学校

全館使用 420円 １　日 ５時間以内

一部使用 210円 小学校 2,100円 1,575円 525円増

中学校 全館使用 420円 中学校グラウンド 775円 1,545円 中学校 2,100円 1,575円 525円増

１　日 ５時間以内

小学校 無料 210円 小学校 80円 155円 小学校 2,100円 1,575円 525円増

中学校 50円 1,050円 中学校 55円 105円 中学校 2,100円 1,575円 525円増

1日 ５時間以内 １　日 ５時間以内

1,050円 525円 1,050円 525円 315円増

525円 260円 315円 153円

315円 160円 630円 315円

315円 160円 315円 153円

旧葛原小学校及び旧北武芸小学校

町民プール

小　　　　　人

105円

区　　　　分 金額(1時間当たり)

屋外運動場

区　　　　　分 1回の使用料

教室（1部屋あたり）

210円

210円

屋外運動場

区　　　　分

区　　　　分

夜　間区　　　　分
昼　　　　間

屋外運動場

区　　　　分

金額(1時間当たり)

照明を使用
しない場合

大　　　　　人

屋内運動場

現行のとおりとする。

昼　　　　間
夜　間

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

伊 自 良 村

協議細目 使　用　料協　議　項　目

高 富 町

　合併協議会事務局

具 体 的 な 調 整 内 容美 山 町

テープレコーダー

特別教室及び普通教室

調 整 の方 針

ピ　ア　ノ

小学校

区　　　　分

拡声装置

屋内運動場

区　　　　分

屋外運動場

照明を使用
しない場合

照明を使用
する場合

区　　　　分

 使用料・手数料等の取扱い（上・下水道使用料、有線テレビ使用料、公営住宅使用料を除く。）

金額(1時間当たり)

照明を使用
しない場合

照明を使用
する場合

照明を使用
する場合

夜　間

屋内運動場

金額(1時間当たり)

金額(1時間当たり)

区　　　　分

昼　　　　間

特別教室及び普通教室

拡声装置

ピ　ア　ノ

テープレコーダー

315円

105円

廃止する。

現行のとおりとする。

現行のとおりとする。
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中央公民館 中央公民館 中央公民館・地区公民館
区　　分 9～13時 13～17時 17～22時 9～22時 区　　分 9～13時 13～17時 17～22時 9～22時

町民ホール 5,250円 5,250円 10,500円 21,000円 大集会室 3,150円 3,150円 5,250円 8,400円

大会議室 1,050円 1,050円 2,100円 4,200円 平　日 終　日

1,545円 3,090円 2,060円

720円 1,440円 1,545円 調理室 735円 735円 1,050円 2,100円

720円 1,440円 1,545円

＊冷暖房を使用する場合は30パーセント加算する。 720円 1,440円 1,545円

720円 1,440円 1,545円 陶芸室 735円 735円 1,050円 2,100円

地区公民館 310円 515円 410円 ＊冷暖房を使用する場合は50パーセント加算する。

区　　分 9～13時 13～17時 17～22時 9～22時 310円 515円 410円

310円 515円 410円

310円 515円 410円

310円 515円 410円

＊冷暖房を使用する場合は30パーセント加算する。

町民体育館
使用別

全館使用

一部使用

町民グラウンド等

50円 260円

50円 1,050円

30円 190円

　合併協議会事務局

協　議　項　目  使用料・手数料等の取扱い（上・下水道使用料、有線テレビ使用料、公営住宅使用料を除く。） 協議細目 使　用　料

梅原スポーツランド
(テニスコート)

210円 315円

50円
梅原スポーツランド

(グラウンド)
630円

佐賀町民広場

金額(1時間当たり)

区　　　　　分

町民グラウンド

照明を使
用する場合

照明を使用
しない場合

大桜町民グラウンド

525円

2,100円 5,250円

会議室(1
室につき)

210円 315円

調 整 の方 針

具 体 的 な 調 整 内 容美 山 町伊 自 良 村高 富 町

階　・　室　名

ホール・ス
テージ

1,575円 1,575円

会議室・学
習室(1室に

つき)
735円 840円 1,575円

夜　間
昼　　　　間

使　　用　　料

１階・読書室

１階・調理室

8,400円

3,150円

中央公民館
ホール

２階・教養室

２階・婦人研修室

２階・研修室

1,050円

３階・集会室

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

16,800円 33,600円

525円 525円 735円 1,575円

8,400円

研修室・小
会議室等

現行のとおりとする。

現行のとおりとする。

現行のとおりとする。

金額(1時間当たり)

420円

210円

２階・会議室

１階・青年研修室

１階・老人室

１階・教養室
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総合体育館

1,260円

630円

315円

630円

315円

470円

315円

210円

210円

当日利用 1人1回 100円

回数券 1人11回 1,000円

月間利用 1人1箇月 1,500円

移動式バスケットゴール 一式1回 1,050円

テニス器具 1コート一式1回 210円

バドミントン器具 1コート一式1回 210円

卓球器具 卓球1台分一式1回 210円

バレーボール正規審判台

1台につき1回

柔道用畳 一式1回 1,050円

組立式舞台 1台につき1回 260円

長机 持ち出し使用1台につき 50円

折り畳み椅子 10脚単位 210円

放送用設備 一式1回 260円

協　議　項　目  使用料・手数料等の取扱い（上・下水道使用料、有線テレビ使用料、公営住宅使用料を除く。） 協議細目 使　用　料

高 富 町 具 体 的 な 調 整 内 容

金額(1時
間当たり)

区　　　　　　　　　分

会　　　議　　　室

調 整 の方 針

半　　　　面

1／4面

バレーボール
(9人制)1コート

美 山 町伊 自 良 村

半　　　　面

アリーナ

柔剣道場

全　　　　面

バドミントン、卓球
1コート

1コート一式1回

固定バスケットゴール

420円

420円

155円

選手控え室・託児室

放　　　送　　　室

大　会　役　員　室

バスケットボール
(固定)1コート

全　　　　面

現行のとおりとする。

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

260円

315円

210円
1コート一式1回

施設分

設備分

トレーニン
グルーム

バレーボール器具

  5/19



総合体育館（続き）
（増使用料）

総合運動場 総合運動場 総合運動場

２時間 全　　日 １時間以内 1,575円

半面(野球系1面) 210円 1,260円 一　般 2,060円 8,240円 総合運動場
全面1(サッカー系) 420円 1,680円 高校生 1,030円 4,120円

全面2(野球系2面) 420円 2,520円 中学生以下 520円 2,060円 ４時間以内 2,100円 １時間以内 3,150円

１時間以内 1,575円

テニスコート テニスコート
テニスコート

一　般 620円 1,240円

区　　分

⑥　付帯設備の使用料金は、時間の制限はしない。

5,150円

5,150円
多目的

グラウンド

①　全館専用使用(他の一切の利用を認めない場合をいう。)
の場合は、当該料金の1.5倍の料金とする。

②　入場料を徴収する場合(入場について直接又は間接に金
銭の徴収をする場合をいう。)は、当使用料の10倍とする。

伊 自 良 村

照明を使用
しない場合

照明を使用
する場合

区　　　　　　　　分

⑤　冷暖房を使用する場合は、30パーセント加算する。

③　使用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。

金額(1時間当たり)

④　使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含む
ものとする。

調 整 の方 針

高 富 町

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

電灯数の
増使用料

超過時間
の増使用

料

基本電灯数以上に電灯を必要とする場合は1灯
につき、1時間50円を加算する。

時間区分を超えたときは、超えた時間1時間まで
ごとに超えた時間区分の使用料の1時間当たりの
使用料を加算する。

美 山 町

協　議　項　目

　合併協議会事務局

協議細目 使　用　料

区　　分 夜間(19～21
時30分)

昼間（8～17時）

使　　　用　　　料

具 体 的 な 調 整 内 容

 使用料・手数料等の取扱い（上・下水道使用料、有線テレビ使用料、公営住宅使用料を除く。）

町　　内

③　使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含む
ものとする。

470円

付帯設備
使用料金

放送用
設備

一式1回 210円

　1　面 315円

超過時間
の増使用

料

時間区分を超えたときは、超えた時間1時間まで
ごとに超えた時間区分の使用料の1時間当たりの
使用料を加算する。

②　使用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。

①　入場料を徴収する場合(入場について直接又は間接に金
銭の徴収をする場合をいう。)は、当使用料の10倍とする。

テニス
コート施設

夜間(19～
21時30分)

使用料　(1面当たり)

昼間(2時
間)

区　　分

昼　　　　間 夜　　　　間

使　　　用　　　料

照明を使用
する場合

照明を使用
しない場合

1,575円
無　　　　料 １時間以内

増ごと

１時間以内
増ごと

3,150円
１時間以内

増ごと
1,050円

町　　内 一面当たり

町　　外

町　　外

区　　分

現行のとおりとする。

500円 750円

300円 450円

使用料　(1時間当たり)

一面当たり

無　　　　料 １時間以内
増ごと

1,575円

　美山町における総合運動場及びテニスコートの
使用料は次のとおりとし、その他の使用料は現行
のとおりとする。

使　　　用　　　料

昼　　　　間 夜　　　　間

300円 450円一面当たり

区　　分

使用料　(1時間当たり)

照明を使用
しない場合

照明を使用
する場合
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勤労者体育センター

全面 315円

半面 160円

全面 420円

半面 210円

250円

125円

老人福祉センター 老人福祉センター
9～13時 13～17時 9～17時 9～13時 13～17時 9～17時

1,000円 1,000円 1,600円

500円 500円 800円

3,000円 3,000円 4,800円

1,500円 1,500円 2,400円

1,500円 1,500円 2,400円

＊入館料として、１人１回２１０円徴収する。

母子健康センター

1分娩につき 96,000円

1日につき 2,200円

1日につき 800円

1日につき 600円

1分娩につき 800円

1日につき 1,600円

1日につき 200円

1日につき 1,000円

※　村民以外の分娩料については、20,600円を加算する。

給 食 料

現行のとおりとする。

調整する。

調整する。処 置 料

薬 剤 費

新 生 児 介 補 料

寝 具 料

区　　　　　分

分 娩 料

入 所 料

沐 浴 料

使用した部屋の使用料の１０分の５
に相当する額

1人1日につき　100円

冷 暖 房 使 用 料

入 浴 料

＊料金を算定する場合、1時間未満の端数が生じたときは、1
時間に切り上げるものとする。

教 養 娯 楽 室

集 会 室 （ １ ）

集 会 室 （ ２ ）

機 能 回 復 室

区　　　　　分

栄 養 指 導 室

保 健 運 動 指 導 室

区　　　　　分

教 養 娯 楽 室

図 書 室

1,050円

1,050円

525円 1,050円

525円 525円

運 動 指 導 室

美 山 町伊 自 良 村

　合併協議会事務局

 使用料・手数料等の取扱い（上・下水道使用料、有線テレビ使用料、公営住宅使用料を除く。） 協議細目 使　用　料

高 富 町 具 体 的 な 調 整 内 容

協　議　項　目

調 整 の方 針

雇用保険の被保険者又
は被保険者であった者2階卓球場

1台につき
105円

区　　　　　　分

その他町長が認めた者

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

雇用保険の被保険者又
は被保険者であった者

その他町長が認めた者

雇用保険の被保険者又
は被保険者であった者

1階フロ
アー全面・

半面

2階卓球場
全面

その他町長が認めた者

210円

金額(1時間当たり)

1人1日につき　100円

栄 養 指 導 室

生 活 相 談 室

集 会 室

525円

525円 525円

使 用 料 等
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北部地区多目的研修集会施設
区　　分 9～13時 13～17時 17～22時 9～22時

四国山香りの森公園 ふれあいドーム、さわやかドーム

2,100円 315円

525円 315円

伊自良湖ステージ

フラワーパークすいげん
単位期間 使用料

1件１日 5,000円

1人１回 300円

調 整 の方 針

　合併協議会事務局

協　議　項　目  使用料・手数料等の取扱い（上・下水道使用料、有線テレビ使用料、公営住宅使用料を除く。） 協議細目 使　用　料

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

ふれあいドーム

さわやかドーム

　1時間当りの使用料は530円とする。

香　り　ド　ー　ム

香りドーム照明施設

金額(1時
間当たり)

区　　　　　　分

美 山 町伊 自 良 村高 富 町 具 体 的 な 調 整 内 容

金額(1時
間当たり)

ホール・ス
テージ

研修室・相
談室、娯楽

室・調理室(1
室につき)

1,575円 1,575円

315円210円

2,100円 5,250円

有料となる施設の利用
（パターゴルフ場）

興　　　　　　業

1,050円

協議会、展示会、博覧
会その他これらに類す
る催し

525円

区　　　　　　分

行商、募金その他これ
らに類する行為

業としての写真又は映
画の撮影に類する行為

区　　　　　　分

1件１日

1件１日

1件１日

1,000円

3,000円

2,000円

現行のとおりとする。

現行のとおりとする。

現行のとおりとする。

現行のとおりとする。

  8/19



山県高校体育施設（屋外運動場）

１時間以内 525円

次のとおりとする。
地域交流センター

地域交流センター
町　内 町　外

500円 1,000円

1,000円 1,500円

1,500円 2,000円

※　小学生・中学生が教育課程で使用する場合は半額。

キャンプ場

※　金・土曜日、８月１２日～８月１５日の宿泊は２，１００円増。

農業研修施設

使　用　料

１時間以内
増ごと

525円

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

調 整 の方 針

協　議　項　目

高 富 町 伊 自 良 村

　合併協議会事務局

 使用料・手数料等の取扱い（上・下水道使用料、有線テレビ使用料、公営住宅使用料を除く。） 協議細目

　1時間当りの使用料は210円とする。ただし、冷暖房を使用
する場合、使用料に30％加算する。

一　　　　　般

区　　　　　分
使用料（１棟当たり）

キャンプハウス　８人用

午後１時～翌日正午

8,400円

夜　　間

調 整 方 針美 山 町

区　　　　　分

小学生・中学生

高校生・大学生

１泊の料金（１人当たり）

19時～22時

使　　用　　料

無　　　　料

区　　　　　　　　分

早　朝　（ 5時～7時30分）

午　前　（ 8時～12時30分）

午　後　（13時～17時00分）

500円

1,000円

（５月１日～６月30日）

（９月１日～10月31日）

18時～22時

（７月１日～８月31日）

1,500円

現行のとおりとする。

現行のとおりとする。

廃止する。

区　　　　　分

小学生・中学生

高校生・大学生

一　　　　　般

※　小学生・中学生が教育課程で使用
する場合は半額。

１泊の料金（１人当たり）
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グリーンプラザみやま
単　　位 料　　金

１　棟 28,000円

１　棟 28,000円

１　棟 18,000円

１　棟 112,000円

１　棟 21,000円

１　棟 17,000円

１　棟 9,000円

2,000円

500円

3,000円

料金の20%

１　人 500円

2,500円

3,500円

１　ヶ 300円

１　ヶ 100円

１　ヶ 200円

１　式 100円

１　ヶ 100円

１ヶ又は１枚 300円

１　式 600円

１　式 500円

３分間 100円

現行のとおりとする。

 使用料・手数料等の取扱い（上・下水道使用料、有線テレビ使用料、公営住宅使用料を除く。） 協議細目

調 整 の方 針

使　用　料

　使用開始の前日から起算してさかのぼって１２日前に
当たる日以降

や　　か　　ん
５～６㍑

使用料金
２０％以内

シ　ャ　ワ　ー　室

バーベキューセット

使用料金
１００％以内

※　使用の取り消し料

延長１時間につき

使用料金
５０％以内

　使用開始の前日から起算してさかのぼって１０日前に
当たる日以降

バ　　ケ　　ツ

鉄板又は金網

寝具（布団・毛布・枕）

　使用開始の前日から起算してさかのぼって１１日前に
当たる日以降

ロ　ッ　ジ　　　Ａ

２～３㍑

１　室研　　　修　　　室

パターゴルフ場

飯ごう(４合)、鍋

食器(茶碗、皿、箸等)

バーベキューハウス

昼間４時間まで

連　泊　割　引

宿泊のない場合
（夏休み除く平日）

１　棟 10,000円

ロ　ッ　ジ　　　Ｂ ６人用

バ　ン　ガ　ロ　ー ６人用

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

合併協議会事務局

協　議　項　目

一般利用(3時間)

高 富 町 調 整 方 針

１　棟コ
　
テ
　
ー

　
ジ

美 山 町伊 自 良 村

区　　分

日　帰　利　用

６人用

備　　　　　考

８人用
(キャンプ場開設期間
4月下旬～10月末)

(キャンプ場閉鎖中
11初～4月下旬)

休日前、年末年始

平日

夜間(18～22時)

１　釜

冷暖房割増

宿泊利用

平日の全棟貸切

夏休みを除く平日の
全棟貸切

112,000円

２日目は２０％、３日目以降は３０％
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 使用料・手数料等の取扱い（上・下水道使用料、有線テレビ使用料、公営住宅使用料を除く。）

山村開発センター

昼　　間 夜　　間 昼　　間 夜　　間

老人教養室 210円 315円 50円 100円

若者の部屋 210円 315円 50円 100円

婦人教養室 315円 420円 50円 100円

料理実習室 525円 735円 100円 210円

大集会室 1,050円 1,575円 210円 315円

中会議室 315円 420円 50円 100円

小会議室 315円 420円 50円 100円

浴　　　室 210円 315円 50円 100円

１　基本料金は、使用時間４時間までの額とする。

２　追加料金は、超過時間１時間ごとに加算する額とする。

３　冷暖房を使用する場合は、それぞれ50ﾊﾟｰｾﾝﾄ加算する。

構造改善センター
区　　分 9～13時 13～17時 17～22時 9～22時

健康管理室 525円 525円 735円 1,575円

和　　　室 525円 525円 735円 1,575円

多目的ホール 3,150円 3,150円 5,250円 8,400円

＊冷暖房を使用する場合は50パーセント加算する。

あいの森山の家
区　　分 単　　位 金　　額

美 山 町伊 自 良 村高 富 町 調 整 方 針

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

合併協議会事務局

調 整 の方 針

協　議　項　目 協議細目 使　用　料

夜　　間 １名につき 525円
小学生以下の使用は
半額。

基本料金 追加料金
区　　分

農産加工室兼
調理実習室

735円 735円 1,050円 2,100円

管理室
兼図書室

525円 525円 735円

昼　　間
1室(4時間

につき)
2,100円

１室を分割して使うと
きは半額。

1,575円

備　　　　　考

現行のとおりとする。

現行のとおりとする。

現行のとおりとする。
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 使用料・手数料等の取扱い（上・下水道使用料、有線テレビ使用料、公営住宅使用料を除く。） 協議細目  手数料①

住宅用家屋証明申請手数料 1 通 1,300円 1 件 1,300円 1 件 1,300円 1 件 1,300円

租税公課証明書交付手数料 1 通 300円 1 件 200円 1 件 200円 1 枚 300円

土地家屋証明書交付手数料 1 件 300円 1 件 200円 1 件 200円 1 枚 300円

臨時運行許可申請手数料 1 両 750円 1 両 750円 1 両 750円

督促手数料 1 件 100円 1 件 100円 1 件 100円 1 件 100円

公簿、公文書及び図面閲覧手数料 1 件 300円 1 件 200円 1 件 200円 1 件 300円

戸籍謄抄本（戸籍全部・個人事項証明書）交付手数料 1 通 450円 1 通 450円 1 通 450円 1 通 450円

戸籍記載事項証明書交付手数料 1 件 350円 1 件 350円 1 件 350円 1 件 350円

除籍謄抄本（除籍全部・個人事項証明書）交付手数料 1 通 750円 1 通 750円 1 通 750円 1 通 750円

除籍記載事項証明書交付手数料 1 件 450円 1 件 450円 1 件 450円 1 件 450円

1 通 350円 1 通 350円 1 通 350円 1 通 350円

届書等書類閲覧手数料 1 件 350円 1 件 350円 1 件 350円 1 件 350円

住民票の写し交付手数料（1世帯5人までを１件とする。 ） 1 件 300円 1 件 200円 1 件 200円 1 件 300円

戸籍の附票の写し交付手数料 1 通 300円 1 通 200円 1 通 200円 1 通 300円

外国人登録原票記載事項証明書交付手数料 1 通 300円 1 通 200円 1 通 200円 1 通 300円

印鑑証明書交付手数料 1 通 300円 1 通 200円 1 通 200円 1 通 300円

印鑑登録証再交付手数料 1 件 300円 1 件 0円 1 件 0円 1 件 300円

その他証明手数料 1 件 300円 1 件 200円 1 件 200円 1 通 300円

犬の登録手数料 1 頭 3,000円 1 頭 3,000円 1 頭 3,000円 1 頭 3,000円

狂犬病予防注射済票交付手数料 1 頭 550円 1 件 550円 1 頭 550円 1 頭 550円

犬の鑑札再交付手数料 1 頭 1,600円 1 件 1,600円 1 頭 1,600円 1 頭 1,600円

狂犬病予防注射済票再交付手数料 1 頭 340円 1 件 340円 1 頭 340円 1 頭 340円

保護動植物捕獲等許可申請手数料 1 件 2,000円

地下水採取許可申請手数料 1 件 5,000円

自動車等たい積保管許可申請書（再許可申請は　3,000円） 1 件 5,000円

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

　合併協議会事務局

調 整 の方 針

厚
生
専
門
部
会

調整して廃止する。

調整して廃止する。

調整して廃止する。

届出の受理・不受理の証明書又は届書等記載事項証明書交
付手数料

婚姻、離婚、養子縁組又は認知の届出の受理について、請求により法務
省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、１通について
１，４００円。

協　議　項　目

項　　　　　　　　　　　　　　　　目 美 山 町伊 自 良 村高 富 町 具体的な調整内容 備　　　　　　　　　　　考

総
務
専
門
部
会
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 使用料・手数料等の取扱い（上・下水道使用料、有線テレビ使用料、公営住宅使用料を除く。） 協議細目  手数料①

一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 10,500円 5,000円 5,000円 10,500円

一般廃棄物収集運搬業の許可の更新手数料 10,500円 5,000円 5,000円 10,500円

一般廃棄物処分業の許可申請手数料 10,500円 5,000円 5,000円 10,500円

一般廃棄物処分業の許可の更新手数料 10,500円 5,000円 5,000円 10,500円

一般廃棄物処理業の事業の変更の許可申請手数料 3,150円 3,000円 3,000円 3,150円

浄化槽清掃業の許可申請手数料 10,500円 5,000円 10,000円 10,500円

し尿処理手数料 230円 230円 調整する。 18㍑につき

可燃物処理手数料　 50円 50円 50円 50円 指定ビニール袋(45㍑入)

可燃物処理手数料　 35円 35円 35円

不燃物・粗大ごみ処理手数料

規則で定める品目（各戸収集） 1,600円以内 1,600円以内 1,600円以内

規則で定める品目（直接搬入） 800円以内 800円以内 800円以内

袋に収納しないと運搬が困難なもの（各戸収集） 400円 400円 400円 調整する。 指定袋(45㍑入)1枚につき

袋に収納しないと運搬が困難なもの（直接搬入） 200円 200円 200円 調整する。 指定袋(45㍑入)1枚につき

水道材料検査手数料 1回 1,050円

水道工事設計手数料 1件 5,250円 1件 5,250円

水道工事設計審査手数料 1件 1,050円

水道工事検査手数料（請負工事） 1箇所 3,150円 1回 2,100円 1箇所 3,150円

指定工事事業者以外の事業者が施工した工事の確認手数料 1回 5,250円 1件 5,250円

水道工事設計手数料（簡易水道） 1件 200円以内 1件 5,250円

水道工事検査手数料（簡易水道の請負工事） 1件 200円以内 1箇所 3,150円

消防演習立会手数料 315円 廃止する。

給水装置工事事業者指定手数料 1件 10,500円 1事業所 10,500円 1件 10,500円

指定ビニール袋(30㍑入)

水道工事検査手数料（簡易水道の給水工事） 1件

2,100円1箇所水道工事検査手数料（給水工事） 1箇所

管理者が施設した配水管から分岐して設ける給水管等の工事
に係る検査

2,100円1回

200円以内 1箇所 2,100円

項　　　　　　　　　　　　　　　　目

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

調 整 の方 針

協　議　項　目

　合併協議会事務局

備　　　　　　　　　　　考高富町 伊自良村 美山町 具体的な調整内容

厚
生
専
門
部
会

産
建
水
道
専
門
部
会

設計額の100分の2.１

上記以外の管路工事に係る検査

上記以外の管路工事に係る検査

管理者の施設した配水管から分岐して設ける給水管等の工事
に係る検査

2,100円

調整する。

調整して廃止する。

調整して廃止する。

缶・ビン・ペットボトル・白色トレイは無料（ステーション方式の場
合）
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 使用料・手数料等の取扱い（上・下水道使用料、有線テレビ使用料、公営住宅使用料を除く。） 協議細目  手数料①

優良宅地造成認定申請手数料 1 件 86,000円 1 件 86,000円

優良住宅新築認定申請手数料(100㎡以下) 1 件 6,200円 1 件 6,200円

優良住宅新築認定申請手数料(100㎡を超え500㎡以下) 1 件 8,600円 1 件 8,600円

優良住宅新築認定申請手数料(500㎡を超え2,000㎡以下) 1 件 13,000円 1 件 13,000円

優良住宅新築認定申請手数料(2,000㎡を超え10,000㎡以下 1 件 35,000円 1 件 35,000円

優良住宅新築認定申請手数料(10,000㎡を超えるとき) 1 件 43,000円 1 件 43,000円

土砂埋立て等許可申請手数料 1 件 5,000円

屋外広告物許可又は更新の申請に対する審査 広告表示面積5㎡又は5㎡未満の端数につき

広告板等許可申請手数料

ネオンサインその他の電飾設備を有しないもの

許可の有効期間が1年以下のもの 900円 900円 900円 900円

許可の有効期間が1年を超え2年以下のもの 1,520円 1,520円 1,520円 1,520円

許可の有効期間が2年を超えるもの 2,240円 2,240円 2,240円 2,240円

ネオンサインその他の電飾設備を有するもの

許可の有効期間が1年以下のもの 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円

許可の有効期間が1年を超え2年以下のもの 2,090円 2,090円 2,090円 2,090円

許可の有効期間が2年を超えるもの 3,080円 3,080円 3,080円 3,080円

屋外広告物許可の申請に対する審査

電柱等利用広告物許可申請手数料 300円 300円 300円 300円

立看板許可申請手数料 200円 200円 200円 200円

はり紙許可申請手数料 400円 400円 400円 400円

はり札許可申請手数料 80円 80円 80円 80円

広告幕等許可申請手数料 300円 300円 300円 300円

アドバルーン許可申請手数料 600円 600円 600円 600円

その他屋外広告物許可申請手数料 300円 300円 300円 300円

備　　　　　　　　　　　考

産
建
水
道
専
門
部
会

高富町 伊自良村 美山町 具体的な調整内容項　　　　　　　　　　　　　　　　目

調整して廃止する。

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

調 整 の方 針

協　議　項　目

　合併協議会事務局
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 使用料・手数料等の取扱い（上・下水道使用料、有線テレビ使用料、公営住宅使用料を除く。） 手数料②

指定数量以上の危険物を仮貯蔵。取扱の承認申請手数料 1件 5,400円

製造所の設置の許可の申請手数料（変更の場合は1/2。完成検査は1/2、変更完成検査は1/4。）

指定数量の倍数が10以下のもの 1件 39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 1件 52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 1件 66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 1件 77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの 1件 91,000円

貯蔵所の設置の許可の申請手数料（変更の場合は1/2。完成検査は1/2、変更完成検査は1/4。）

屋内貯蔵所

指定数量の倍数が10以下のもの 1件 20,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 1件 26,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 1件 39,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 1件 52,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの 1件 66,000円

屋外タンク貯蔵所

指定数量の倍数が100以下のもの 1件 20,000円

指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの 1件 26,000円

指定数量の倍数が1万を超えるもの 1件 39,000円

準特定屋外タンク貯蔵所 1件 580,000円

特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000kl以上5,000kl未満のもの 1件 900,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000kl以上1万kl未満のもの 1件 1,090,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万kl以上5万kl未満のもの 1件 1,210,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万kl以上10万kl未満のもの 1件 1,540,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万kl以上20万kl未満のもの 1件 1,800,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万kl以上30万kl未満のもの 1件 4,230,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万kl以上40万kl未満のもの 1件 5,590,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万kl以上のもの 1件 6,910,000円

岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が40万kl未満のもの 1件 6,320,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万kl以上50万kl未満のもの 1件 7,970,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万kl以上のもの 1件 11,800,000円

屋内タンク貯蔵所 1件 26,000円

地下タンク貯蔵所

指定数量の倍数が100以下のもの 1件 26,000円

指定数量の倍数が100を超えるもの 1件 39,000円

現行のとおりとする。

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

　合併協議会事務局

協議細目

具 体 的 な 調 整 内 容 備　　　　　　　　　　　考山県消防組合

調 整 の方 針

協　議　項　目

項　　　　　　　　　　　　　　　　目

現行のとおりとする。

現行のとおりとする。
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 使用料・手数料等の取扱い（上・下水道使用料、有線テレビ使用料、公営住宅使用料を除く。） 手数料②

簡易タンク貯蔵所 1件 13,000円

移動タンク貯蔵所 1件 26,000円

積載式移動タンク貯蔵所等 1件 39,000円

屋外貯蔵所 1件 13,000円

取扱所の設置の許可の申請手数料（変更の場合は1/2。完成検査は1/2、変更完成検査は1/4。）

給油取扱所 1件 52,000円

屋内給油取扱所 1件 66,000円

第1種販売取扱所 1件 26,000円

第2種販売取扱所 1件 33,000円

移送取扱所

危険物の移送配管の延長が15km以下のもの 1件 21,000円

危険物の移送配管延長が15kmを超えるもの 1件

一般取扱所

指定数量の倍数が10以下のもの 1件 39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 1件 52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 1件 66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 1件 77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの 1件 91,000円

製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請手数料 1件 5,400円

製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査手数料

水張検査（変更の場合も同額。）

容量1万l以下のタンク 1件 6,000円

容量1万lを超え100万l以下のタンク 1件 11,000円

容量100万lを超え200万l以下のタンク 1件 15,000円

容量200万lを超えるタンク 1件

水圧検査（変更の場合も同額。）

容量600l以下のタンク 1件 6,000円

容量600lを超え1万l以下のタンク 1件 11,000円

容量1万lを超え2万l以下のタンク 1件 15,000円

容量2万lを超えるタンク 1件

現行のとおりとする

具体的な調整内容 備　　　　　　考

現行のとおりとする

現行のとおりとする

危険物の移送配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上かつ配管延長が7km以上15km以下
のもの

1件 87,000円

87,000円に危険物を移送するための配
管の延長が15km又は15kmに満たない
端数を増すごとに22,000円を加えた額

15,000円に100万l又は100万lに満たな
い端数を増すごとに4,400円を加えた額

15,000円に1万l又は1万lに満たない端
数を増すごとに4,400円を加えた額

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

　合併協議会事務局

項　　　　　　　　　　　　　　　　目 山 県 消 防 組 合

調 整 の方 針

協　議　項　目 協議細目
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 使用料・手数料等の取扱い（上・下水道使用料、有線テレビ使用料、公営住宅使用料を除く。） 手数料②

特定屋外タンク貯蔵所に係る基礎・地盤検査手数料（変更の場合は1/2） 現行のとおりとする。
危険物の貯蔵最大数量が1,000kl以上5,000kl未満のもの 1件 450,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000kl以上1万kl未満のもの 1件 590,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万kl以上5万kl未満のもの 1件 770,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万kl以上10万kl未満のもの 1件 1,010,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万kl以上20万kl未満のもの 1件 1,140,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万kl以上30万kl未満のもの 1件 1,760,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万kl以上40万kl未満のもの 1件 2,000,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万kl以上のもの 1件 2,230,000円

特定屋外タンク貯蔵所に係る溶接部検査手数料（変更の場合は1/2） 現行のとおりとする。
危険物の貯蔵最大数量が1,000kl以上5,000kl未満のもの 1件 540,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000kl以上1万kl未満のもの 1件 690,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万kl以上5万kl未満のもの 1件 1,040,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万kl以上10万kl未満のもの 1件 1,440,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万kl以上20万kl未満のもの 1件 1,810,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万kl以上30万kl未満のもの 1件 3,490,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万kl以上40万kl未満のもの 1件 4,280,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万kl以上のもの 1件 4,890,000円

屋外タンク貯蔵所に係る岩盤タンク検査手数料（変更の場合は1/2） 現行のとおりとする。
危険物の貯蔵最大数量が40万kl未満のもの 1件 10,000,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万kl以上50万kl未満のもの 1件 13,600,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万kl以上のもの 1件 18,700,000円

保安に関する検査手数料 現行のとおりとする。
特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000kl以上5,000kl未満のもの 1件 340,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000kl以上1万kl未満のもの 1件 450,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万kl以上5万kl未満のもの 1件 790,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万kl以上10万kl未満のもの 1件 1,010,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万kl以上20万kl未満のもの 1件 1,270,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万kl以上30万kl未満のもの 1件 3,110,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万kl以上40万kl未満のもの 1件 3,810,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万kl以上のもの 1件 4,400,000円

岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000kl以上40万kl未満のもの 1件 2,920,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万kl以上50万kl未満のもの 1件 3,500,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万kl以上のもの 1件 5,260,000円

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

　合併協議会事務局

協議細目

項　　　　　　　　　　　　　　　　目

調 整 の方 針

協　議　項　目

山県消防組合 具体的な調整内容 備　　　　          　　　　考
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 使用料・手数料等の取扱い（上・下水道使用料、有線テレビ使用料、公営住宅使用料を除く。） 手数料②

備　　　　          　　　　考

移送取扱所 現行のとおりとする。

危険物を移送するための配管の延長が15kmを超えるもの 1 件

承認に係るストーブ煙突取付掃除業承認証の交付手数料 1 件 350円 現行のとおりとする。

条例に基づく指定数量未満の危険物等を貯蔵し，又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査手数料

水張検査 1 件 6,000円

水圧検査

容量600l未満のタンク 1 件 6,000円

容量600l以上のタンク 1 件 11,000円

火薬類取締法に基づく煙火の消費許可手数料 1 件 7,900円 現行のとおりとする。

各種証明書の交付手数料 現行のとおりとする。

火災に関する証明書 １ 通 300円

救急に関する証明書 １ 通 300円

その他の証明書 １ 通 300円

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

　合併協議会事務局

協議細目

項　　　　　　　　　　　　　　　　目

調 整 の方 針

協　議　項　目

具体的な調整内容山 県 消 防 組 合

70,000円に危険物を移送するための配管の
延長が15km又は15kmに満たない端数を増
すごとに17,000円を加えた額

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危
険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下のもの

1 件 70,000円
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 使用料・手数料等の取扱い（上・下水道使用料、有線テレビ使用料、公営住宅使用料を除く。） 手数料②

事業系可燃ごみ １枚 １３０円

事業系不燃ごみ １枚 ４００円 調整する。

事業系粗大ごみ １回100kgまで １,６００円

※

備　　　　　　　　　　        　考山県郡環境衛生施設組合

　家庭系のごみは、組合構成町村
ごとに指定されている袋に収納さ
れているもの又は処理券が貼付さ
れているものは無料。ただし、可
燃ごみを直接搬入する場合は指定
なしでも無料。

具体的な調整内容

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

　合併協議会事務局

協議細目

項　　　　　　　　　　　　目

調 整 の方 針

協　議　項　目
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協議細目

（案）

新市町村名 合 併 の 期 日

※

①

②

③

　
①

② ①

③ ②

④ ③

⑤ ④

⑥

　
①

② ①

③

　 ②

① ③

②

③

④
①

②

③

①

② ①

②

③ ③

④

地方公共団体等のみで構成する団体
に対するもの

基本的には以下のものとします。

現物給付による助成

減免による助成

貸付金・出資金等による助成

個人を対象とするもの

「各種団体への補助金、交付金等の取扱
い」においては協議しないもの

合 併 協 定 書 か ら の 抜 粋

　(寄附又は補助)
第２３２条の２　普
通地方公共団体
は、その公益上必
要がある場合にお
いては、寄附又は
補助をすることが
できる。補助金、交付金等の分類

　両市で同一或いは同種の団体に対する補助金は、団体の意向、協力を求めつつ統合等の推進も考慮し調整を図る。

性質別分類

団体等事務費（運営費）への助成

　普通地方公共団体が「公益上の必要性」
をもって補助等するものには、財政的な支
援措置、奨励的な補助、育成に係る補助
等があり、これらは凡そ以下のように分類
できる。

地方自治法（抄）

政策（産業振興等）による助成

　（各種団体への補助金、交付金等の取扱い）
各町の補助金、交付金等は、従来からの経緯、実情等に配慮し、新町において検討するものとする。

現金による助成

３町村の区域を越えている団体に対
するもの

財源等別分類

形態別分類

国・県補助金への上乗せ補助

国・県補助金への横だし補助

市町村の独自政策による補助

平成13年5月1日

平成11年4月1日
　各町で同一あるいは同種の補助金については、できるだけ早い機会に関係団体等の理解と協力を得て統一の方向で
調整するものとする。

　（補助金・交付金等の取扱い）
補助金・交付金等については、従来からの経緯、実情等に配慮し、調整するものとするが、具体的には、新市において検討
する。なお、補助金については、以下のとおりとする。

　４市で同一あるいは同種の補助金については、できるだけ早い機会に関係団体等の理解と協力を得て、統一の方向で
調整する。

　（補助金の取扱い）
２市の補助金については、その事業目的、効果を総合的に勘案し、両市で進めてきた補助金の見直しの視点を踏まえつ
つ、公共的必要性・有効性・公平性の観点から新市においても引き続き、そのあり方の検討を行う。当面次のように取扱う。

　一方の市でのみ実施している補助金は事業の実績等を踏まえ、新市に移行後、市域全体の均衡を保つように調整を図
る。

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

　合併協議会事務局

調 整 の方 針

協 議 項 目

各種団体への補助金、交付金等については、従来からの経緯、実情等に配慮し、新市において調整するものとする。

③　整理統合できる補助金等については、統合するよう調整する。

 各種団体への補助金、交付金等の取扱い

①　３町村で同一あるいは同種の補助金等については、関係団体等の理解と協力を得て、統一の方向で調整する。

②　独自の補助金等については、従来の実績等を尊重し、市域全体の均衡を保つように調整する。

平成7年9月1日

　各町独自の補助金については、従来の実績を尊重し、町域全体の均衡を保つように調整するものとする。

　他の補助金に整理統合できる補助金については、統合の方向で調整するものとする。

　また、事業補助金（融資制度を含む）は、

　２市町で同一あるいは同種の団体に補助しているものは、できるだけ早い機会に当該団体の理解と協力を得て、統一の
方向で検討する。

　地域的に特殊な補助制度は、当分の間、補助する。

　独自の補助金は、従来の実績を尊重し、市域全体の均衡を保つよう調整する。

　他の補助金に整理統合できる補助制度は、廃止する。

　（補助金、交付金等の取扱い）
２市町の補助金、交付金等は、従来からの経緯、実情等に配慮し、新市において検討する。

　なお、団体運営補助金は、

先 進 事 例

西 東 京 市

留 意 事 項 法令根拠

平成13年1月21日

　補助金、交付金等とは・・・

団体等事務費（事業費）への助成

臨時的事業（イベント等）への助成

奨励金・報償金・協力金等

公共的団体等への交付

あきる野市

さいたま市

篠 山 市

　各市独自の補助金については、従来の実績を尊重し、市域全体の均衡を保つように調整する。

　整理統合できる補助金については、統合するよう調整する。

　一方の市のみにある団体に対する補助金は、制度の経緯、実績等を踏まえ新市において調整を図る。

　両市で同一或いは同種の事業に対する補助金は、制度の統一化に向けて調整を図る。

　他の補助金に整理統合できる補助制度は、廃止する。

　２市町で同一あるいは同種の制度は、できるだけ早い機会に統一する。

　独自の補助制度は、従来の実績を尊重し、当分の間現行のとおりとする。
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 各種団体への補助金、交付金等の取扱い

高富町自治振興助成金 4,098千円 美山町区長連合会運営補助金 375千円

高富町自治会集会施設建設事業補助金 5,000千円 美山町区民集会施設建設事業補助金 0千円

高富町交通安全連合会補助金 50千円 正しく通行する運動支部交付金 350千円

美山町高齢運転者安全クラブ交付金 50千円

美山町消防予備隊活動育成事業補助金 550千円

伊自良村消防施設等整備費補助金 0千円

伊自良村地区消防組織運営助成金 100千円

高富町女性防火クラブ活動育成事業補助金 600千円 美山町女性防火クラブ活動育成事業補助金 850千円

伊自良村消防団幹部活動助成金 360千円

美山町消防友の会補助金 50千円

文化芸術奨励補助金 2,000千円

高富青雲太鼓補助金 500千円

高齢者クラブ花かざり補助金 1,600千円 花かざりボランティア活動補助金 1,300千円

花づくり運動推進補助金 300千円

高富町社会福祉協議会補助金 24,752千円 伊自良村社会福祉協議会補助金 9,599千円 美山町社会福祉協議会補助金 23,847千円

高富町身障者協議会補助金 450千円 伊自良村身障者福祉協会補助金 203千円

高富町母子寡婦福祉連合会補助金 320千円

高富町母の会補助金 120千円

高富町民生・児童委員協議会補助金 1,870千円

高富町老人クラブ連合会補助金 1,033千円 伊自良村老人クラブ連合会補助金 500千円 美山町老人クラブ連合会補助金 885千円

高富町老人クラブ補助金 1,698千円 伊自良村老人クラブ補助金 500千円 美山町老人クラブ活動費補助金 1,602千円

高富町シルバー人材センター補助金 6,883千円 美山町シルバー人材センター補助金 1,830千円

椿野苑負担金 9,923千円 椿野苑負担金 2,495千円 椿野苑負担金 4,790千円

高富町献血推進協議会補助金 100千円 美山町献血推進協議会補助金 50千円

高富町食生活改善連絡協議会補助金 200千円 美山町食生活改善連絡協議会補助金 45千円

高富町公害防止施設整備費利子補給助成金 0千円 美山町公害防止施設整備費助成金 0千円

高富町資源回収事業奨励金 8,500千円 伊自良村資源回収事業奨励金 1,680千円 美山町資源回収事業奨励金 4,995千円

医師会協力費負担金 921千円 医師会協力費負担金 169千円 医師会協力費負担金 420千円

歯科医師会協力費負担金 336千円 歯科医師会協力費負担金 62千円 歯科医師会協力費負担金 162千円

結婚相談所運営交付金 300千円

小鳩会活動事業補助金 40千円

伊自良村青色申告会補助金 180千円300千円高富町青色申告会補助金
美山町青色申告会補助金（美山町商工会への
加算補助）

300千円 調整して継続する。

継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

美山町の例により継続する。

継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

廃止する。

廃止する。

継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

廃止する。

廃止する。

継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

高富町の例により継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

協議細目

高 富 町 具体的な調整内容

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

調整して廃止する。

美 山 町伊 自 良 村

　合併協議会事務局

総
務
専
門
部
会

厚
生
専
門
部
会

協　議　項　目

調 整 の方 針

美山町テレビジョン共同受信施設設置事業補助
金

16,800千円 調整して継続する。

※　金額は平成14年度当初予算額（単位：千円）

調整して継続する。

調整して継続する。

継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

調整する。
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 各種団体への補助金、交付金等の取扱い

有害鳥獣防止柵設置費助成金 300千円 有害鳥獣防止柵設置事業補助金 720千円 有害鳥獣防止柵設置費助成金 310千円

美山町農業婦人クラブ連合会補助金 50千円

中山間地域等直接支払交付金 6,142千円 中山間地域等直接支払交付金 5,862千円 中山間地域等直接支払交付金 4,509千円

麦大豆品質向上定着特別対策補助金 225千円

高能率農業機械購入補助金 3,500千円

地域農業生産組織育成事業補助金 340千円

農業経営基盤強化資金利子補給金 121千円 農業経営基盤強化資金利子補給金 45千円 農業経営基盤強化資金利子補給金 24千円

農業近代化資金借入利子補給金 農業近代化資金借入利子補給金 15千円 農業企業化資金借入利子補給金 120千円

伊自良村生産森林組合連絡協議会運営補助金 50千円

高富町森林組合補助金 300千円 美山町森林組合補助金 400千円

森林組合広域合併対策事業負担金 10千円 森林組合広域合併対策事業負担金 10千円 森林組合広域合併対策事業負担金 10千円 継続する。

間伐材搬出利用促進事業補助金 400千円

中核森林技術者定着促進事業補助金 555千円

林業労働力確保対策事業補助金 330千円

緑化少年団活動育成事業補助金 18千円

造林事業活動育成事業補助金 329千円

高富町猟友会補助金 130千円 伊自良村猟友会報償金 50千円 美山町猟友会活動事業補助金 100千円

特用林産研究クラブ補助金 200千円 特用林産研究クラブ補助金 100千円

高富町商工会補助金 11,000千円 伊自良村商工会補助金 7,568千円 美山町商工会補助金 16,190千円

企業振興補助金 3,000千円

美山町ビニール袋作成補助金 300千円

街路灯設置費補助金 391千円 街路灯設置費補助金 100千円

石田川改修促進期成同盟会負担金 120千円

鳥羽川改修期成同盟会補助金 300千円

関・本巣線整備促進期成同盟会負担金 99千円 関・本巣線整備促進期成同盟会負担金 49千円

岐阜・美山線整備促進期成同盟会負担金 100千円 岐阜・美山線整備促進期成同盟会負担金 100千円 岐阜・美山線整備促進期成同盟会負担金 100千円

岐阜国道256号整備促進期成同盟会負担金 123千円 岐阜国道256号整備促進期成同盟会負担金 123千円

岐阜国道418号整備促進期成同盟会負担金 109千円

北美濃横断道路建設推進協議会負担金 40千円 北美濃横断道路建設推進協議会負担金 40千円 北美濃横断道路建設推進協議会負担金 40千円

美山町観光協会補助金 700千円

伊自良村村おこし実行委員会運営費補助金 1,700千円

環境衛生事業補助金 350千円

調整して廃止する。

調整して廃止する。

継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

継続する。

継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

継続する。

広域基幹林道伊自良・根尾線開発促進協議会
負担金

調整して廃止する。

継続する。

継続する。

調整して廃止する。

継続する。

継続する。

継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

継続する。

継続する。

調整して継続する。

継続する。

調整して継続する。

東海環状自動車道(仮称)高富IC建設促進期成
同盟会負担金

100千円
東海環状自動車道(仮称)高富IC建設促進期成
同盟会負担金

100千円100千円
東海環状自動車道(仮称)高富IC建設促進期成
同盟会負担金

　合併協議会事務局

協　議　項　目

調 整 の方 針

協議細目

調整して継続する。

※　金額は平成14年度当初予算額（単位：千円）

調整して継続する。

調整して継続する。

30千円
広域基幹林道伊自良・根尾線開発促進協議会
負担金

30千円

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

美 山 町伊 自 良 村

調整して継続する。

高 富 町 具体的な調整内容

産
建
水
道
専
門
部
会
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 各種団体への補助金、交付金等の取扱い

高富町地区体育振興会補助金 2,767千円

高富町体育協会補助金 2,500千円 伊自良村体育協会補助金 2,141千円 美山町体育協会補助金 1,260千円

高富町総合型地域スポーツクラブ補助金 2,600千円

高富町全国スポレク祭記念大会負担金 500千円

高富町青少年育成町民会議補助金 2,315千円 伊自良村青少年育成村民会議補助金 861千円 美山町青少年育成町民会議補助金 1,000千円

高富町ジュニアリーダーズクラブ補助金 150千円 伊自良村ジュニアリーダーズクラブ補助金 90千円 美山町ジュニアリーダーズクラブ補助金 50千円

高富町ボーイスカウト連盟補助金 50千円

重要文化財白山神社拝殿補助金 116千円 文化財管理補助金（宗玄塚、四国山椿並木他） 380千円

高富町指定文化財修繕事業補助金 2,000千円

立華保存会活動補助金 90千円

伊自良村ハリヨ保存会活動補助金 90千円

十六拍子保存会活動補助金 135千円

高富町文化協会補助金 1,700千円

高富町ＰＴＡ連合会補助金 200千円 伊自良村連合ＰＴＡ補助金 54千円 美山町連合ＰＴＡ補助金 30千円

伊自良村読書サークル補助金 30千円 美山町読書サークル補助金 25千円

地区公民館事業運営補助金 2,100千円 地区公民館振興会補助金 6,897千円

地区公民館連絡協議会補助金 60千円

高富町文化講演会実行委員会負担金 600千円 美山町文化事業実行委員会負担金 1,500千円

子ども文化クラブ運営補助金 2,000千円

高富町子ども会育成協議会補助金 700千円 伊自良村子ども会育成協議会補助金 135千円 美山町連合子ども会育成会補助金 360千円

青年団体補助金 200千円 伊自良村青年団活動補助金 45千円 青少年育成事業補助金 400千円

伊自良村婦人会活動補助金 450千円

ホストファミリーの会補助金 150千円

村民海外派遣事業補助金 5,136千円

美山町家庭教育学級負担金 391千円

演劇鑑賞実行委員会負担金 1,100千円

調整して継続する。

調整して継続する。

継続する。

継続する。

継続する。

※　金額は平成14年度当初予算額（単位：千円）

継続する。

廃止する。

調整して継続する。

調整して継続する。

継続する。

継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

調整して廃止する。

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

調整して廃止する。

美 山 町伊 自 良 村高 富 町 具体的な調整内容

　合併協議会事務局

協　議　項　目

調 整 の方 針

調整して継続する。

教
育
専
門
部
会

文化財保存会補助金（北山雨乞い太鼓踊り、葛
原太鼓踊り他）

150千円

調整して継続する。

継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

継続する。

調整して継続する。

継続する。

協議細目
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 各種団体への補助金、交付金等の取扱い

山県地区防犯協会負担金 940千円 山県地区防犯協会負担金 363千円 山県地区防犯協会負担金 598千円

山県郡消防協会負担金 1,252千円 山県郡消防協会負担金 619千円 山県郡消防協会負担金 823千円

山県郡危険物安全協会負担金 17千円 山県郡危険物安全協会負担金 12千円 山県郡危険物安全協会負担金 14千円

山県地区交通安全協会負担金 705千円 山県地区交通安全協会負担金 273千円 山県地区交通安全協会負担金 449千円

山県郡女性防火クラブ連絡協議会負担金 51千円 山県郡女性防火クラブ連絡協議会負担金 51千円 山県郡女性防火クラブ連絡協議会負担金 51千円

山県郡身障協会負担金 24千円

山県郡遺族会負担金 41千円 山県郡遺族会負担金 79千円

山県保護区保護司会負担金 248千円 山県保護区保護司会負担金 54千円 山県保護区保護司会負担金 130千円

山県口腔保健協議会負担金 30千円 山県口腔保健協議会負担金 14千円 山県口腔保健協議会負担金 19千円

産建水道専門部会 山県郡錦鯉振興会負担金 25千円 山県郡錦鯉振興会負担金 10千円 山県郡錦鯉振興会負担金 14千円

教育専門部会 山県郡教育振興会負担金 3,581千円 山県郡教育振興会負担金 780千円 山県郡教育振興会負担金 1,886千円 調整して継続する。

※　金額は平成14年度当初予算額（単位：千円）

調整して継続する。

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

美 山 町伊 自 良 村

　合併協議会事務局

協議細目

具体的な調整内容

総務専門部会

厚生専門部会

協　議　項　目

調 整 の方 針

高 富 町

調整して継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。

調整して継続する。
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【　参　考　】

　い、その代替措置として住民生活の利便性向上

　を目的として、岐阜乗合自動車株式会社に運行

　委託している。

月　～　土 日 祝 日 月　～　金 土・日祝日 月　～　金 土・日祝日

２　本 ― ２　本 ２　本 １７　本 １７（１６）本

高富町役場 → 赤　　尾 １　本 ― １　本 １　本 塩後等 → 岐阜駅前等 １８　本 １７　本

月　～　土 日 祝 日 月　～　金 土・日祝日 月　～　金 土・日祝日

６　本 ５　本 ６　本 ６　本 ８　本 ８　本

高富町役場→大桑雉洞 ５　本 ５　本 ７　本 ７　本 出　　戸 → 岐阜駅前等 １０　本 １０　本

月　～　土 日 祝 日 月　～　金 土・日祝日 月　～　金 土・日祝日

４　本 ― ４　本 ４　本 ８　本 ８（７）本

４　本 ― ４　本 ４　本 ８　本 ８（７）本

（注）　伊自良長滝～伊自良キャンプ場：夏季キャ （注）１．本数は、終着点前の通過点止まりも含む。

　　 ンプ開催中のみ運行（③は②の内数） 　　　２．（ ）内は、日祝日のみ運行する本数

七 日 市 → 高富町役場　 新岐阜 → 伊自良キャンプ場 谷　　合 → 神　　崎

高富町役場 → 七 日 市 伊自良キャンプ場 → 新岐阜 神崎等 → 徳永口

    始　　発 → 終　　着　　     始　　発 → 終　　着　　    始　　発 → 終　　着　　

伊自良長滝 → 新岐阜

③　梅原線（バス停　２５箇所）　　 ③　黒野線（村内のみのバス停　１３箇所）　　 ③　神崎線（町内のみのバス停　１０箇所）　　

    始　　発 → 終　　着　　     始　　発 → 終　　着　　    始　　発 → 終　　着　　

大桑雉洞→高富町役場　 新岐阜 → 伊自良長滝　　 新岐阜 → 出　　戸　　　

伊自良役場前→新岐阜

②　大桑線（バス停　３７箇所）　　 ②　黒野線（村内のみのバス停　１２箇所）　　 ②　板取線（町内のみのバス停　１０箇所）　　

路線及び本数等

①　赤尾線（バス停　２５箇所）　　 ①　黒野線（村内のみのバス停　６箇所）　　 ①　岐北線（町内のみのバス停　３６箇所）　　

    始　　発 → 終　　着　　     始　　発 → 終　　着　　    始　　発 → 終　　着　　

赤　　尾 → 高富町役場　 新岐阜→伊自良役場前　 新岐阜等 → 塩　　後　　　

割引制度等 無　　し 　　岐阜乗合自動車株式会社料金体系による。 　　岐阜乗合自動車株式会社料金体系による。

　　岐阜乗合自動車株式会社料金体系による。

支払方法 　　現金又はハーバス専用回数券のみ 　　岐阜乗合自動車株式会社料金体系による。 　　岐阜乗合自動車株式会社料金体系による。

　赤字欠損額を村単独で負担している。 　阜乗合自動車株式会社に運行委託をしている。

料
　
　
金
　
　
等

料　　　　金 　　大人・子供とも２００円　（未就学児は無料） 　　岐阜乗合自動車株式会社料金体系による。 　　岐阜乗合自動車株式会社料金体系による。

回　数　券 　　１，０００円　（１０枚綴り） 　　岐阜乗合自動車株式会社料金体系による。

　　公共交通バス路線（岐北・板取・神崎線）の廃

  民生活の安定、向上に資するため、岐阜乗合バ 　止に伴い、その代替措置として住民生活の交通

  ス黒野線の運行業務のうち、伊自良区間に係る 　手段を確保し、公共の福祉向上を図るため、岐

備　　　　　考

自
　
　
主
　
　
運
　
　
行
　
　
バ
　
　
ス
　
　
等

名　　　　 称
自　 主 　運 　行 　バ 　ス

自　 主 　運 　行 　バ 　ス
ハーバス「ＨＥＲＢ（香りのする草）＋ＢＵＳ（バス）」

概　　　　 要

　　公共交通バス路線（大桑・梅原線）の廃止に伴 　  公共交通バス路線（梅原線）の廃止に伴い、住

項　　　　　　　目 高 富 町 伊 自 良 村 美 山 町

調 整 の方 針

（案）　高富町及び美山町の自主運行バス（道路運送法第２１条に基づくもの）については、当面、現行の制度を新市に引き継ぐものとする。　　　　　　　　　

　　　　①　 新市において、高富町の自主運行バス梅原線については、伊自良村長滝まで延長し、日祝日も運行するものとする。

　　　　②　 料金体系については、３区間を設定し、移動区間に応じて、１００円・２００円・３００円の３種類とする。

　　　　③　 回数券は１００円券の１１枚綴りとし、金額は１，０００円とする。

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

総務専門部会 企画財政分科会

協　議　項　目 各種事務事業の取扱い 協議細目 総合交通関係事業

《例示》　片道料金

塩 後 ⇔ 高富北町
　　　　  　　 ８８０円
　
出 戸 ⇔ 高富北町
　　　　    　６３０円
　
神 崎 ⇔ 谷     合
　　　　　 　 ４１０円
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　　 ①　ダイヤ改正　　

法令根拠 道路運送法第２１条 道路運送法第２１条

　　　　 ・　美山南中学校

　　　　　　　　青波地区

　　　　 ・　美山北中学校

　　　　　　　　北山、葛原（八月以西）地区

　　　　 ・　いわ桜小学校

　　　　　　　北山、葛原（神有以西）、笹賀、徳永、

　　　　　　　　椿地区

　　 ②　運行経路の改正 　　③　送迎コース２ヶ月ごとに変更　　   ②　通学に係るバス料金は、次の区分により免

　　④　使用料は無料　　 　 除している。

  建議をする。 　　①　マイクロバス（定員：大人３人、児童３８人）　　　  徳永口発  ７：５９　　　　谷 合 着   ８：０５　　　

　　②　送迎各１便（２コース）　　 　　　谷 合 発 １５：２０　      徳永口着１５：２６　

そ　　の　　他

【コミュニィティーバス懇話会】 【参　考】　〈保育所児童送迎バス関係〉 【小・中学校児童生徒通学バス関係】

　 コミュニィティーバスの運行に関する町長の 　　　保育所児童の通所に関し、利便性を図るた  ①　いわ桜小学校児童の通学の用に供するため

　諮問機関で、主に次の事項に関する答申及び 　め、希望者のみを対象に運行している。 　 神崎線を利用し、朝夕各１本運行している。

　　　  より措置されている。　 　　　  より措置されている。　

　　　　県補助金）として町に交付されている。 　　　　県補助金）として町に交付されている。

　　　　　 残額の８割については、特別交付税に 　　　　　 残額の８割については、特別交付税に

　　　※　内１２，０６７千円（上記補助金の１／３） 　　　　（運行経費－運行収入等）を基本に交渉。 　　　※　内１５，６３４千円（上記補助金の１／３）

　　　　は、市町村自主運行バス運行費補助金（ 　　　　は、市町村自主運行バス運行費補助金（

　　岐阜乗合自動車株式会社に対する補助金　　

　　　 ３６，２０２千円　　（運行経費－運行収入等）　　　　 ９，７００千円　　　 　　 ４６，９０３千円　　（運行経費－運行収入等）　

備　　　　　考

自
　
　
主
　
　
運
　
　
行
　
　
バ
　
　
ス
　
　
等

補 助 金 等

【平成１２年度実績】 【平成１２年度実績】 【平成１２年度実績】

　　岐阜乗合自動車株式会社に対する補助金　　 　　岐阜乗合自動車株式会社に対する補助金　　

項　　　　　　　目 高 富 町 伊 自 良 村 美 山 町

調 整 の方 針

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

総務専門部会 企画財政分科会

協　議　項　目 各種事務事業の取扱い 協議細目 総合交通関係事業
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３　　前条第２項の規定は、前項の許可について準用する。

　　貸切バスの乗合運送許可

　　貸切バス事業者

　　中部運輸局長

　　廃止代替路線又は交通空白地帯

　　無し

　　貸切バス事業者（注）

　　貸切バス事業者

　　自由に設定可能

（注）　市町村が保有する車両等を貸与する場合もある。

　　車両・車庫の帰属

　　事 故 等 の 責 任

　　運賃・ダイヤ・バス停

　　許　　可　　権　　者

　　許　　可　　路　　線

　　許　　可　　期　　限

　 ②　自主運行バス
　　①道路運送法第２１条（貸切バス事業の乗合運送許可） 　　許　　可　　形　　式

　　②道路運送法第８０条（市町村による有償運送許可） 　　運　　行　　主　　体

①　路　線　バ　ス　　 　　道路運送法第４条（一般旅客自動車運送事業許可） 項　　　　　　目 内　　　　　　　　　　容

２　  自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。

参　考　資　料 〔　　バ　　ス　　事　　業　　の　　種　　類　　〕 道路運送法第２１条許可路線の概要

２　一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別（前条第一号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。）について行う。

（有償運送の禁止及び賃貸の制限）

第８０条　自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって国土交通

　 大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

【参　考】

（一般旅客自動車運送事業の許可）

第４条　 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

第２１条   一般貸切旅客自動車運送事業者は、次の場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。

　 （１）　災害の場合その他緊急を要するとき。

　 （２）　一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき。

項　　　　　　　目 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

参　考　法　令 道路運送法（抄）

調 整 の方 針

協　議　項　目 各種事務事業の取扱い 協議細目 総合交通関係事業

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

総務専門部会 企画財政分科会
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水道分科会

協 議 項 目

項 目

水 道 料 金

料率 超過料金 超過料金

口径別 料　金 水　量 １ｍ3につき 料　金 水　量 １ｍ3につき

１３㎜ １，３４０円 ８５０円 １０ｍ3まで ９０円 料率 超過料金

２０㎜ ２，０６０円 口径別 料　金 水　量 １ｍ3につき

２５㎜ ２，７００円 １３㎜ １，０００円 ５ｍ3まで ５０円

３０㎜ ３，０４０円

４０㎜ ５，４６０円

５０㎜ ７，９８０円 料率 超過料金

７５㎜ １６，８２０円 口径別 料　金 水　量 １ｍ3につき

１３㎜ １，０００円

２０㎜ ３，０００円

２５㎜ ５，０００円

３０㎜ ８，０００円

４０㎜ １０，０００円

５０㎜ １２，０００円

料率 超過料金

口径別 料　金 水　量 １ｍ3につき

１３㎜ １，０００円

２０㎜ ３，０００円

２５㎜ ５，０００円

４０㎜ １０，０００円

５０㎜ １２，０００円

備　考

５０円

基本料金（１ヵ月分）

３．富永簡易水道（給水区域　岩佐、中洞。ただし、上ノ
街道、杉下、中野及び出口の一部を除く。）

調 整 の 方 針

基本料金（２ヵ月分）

基本料金（１ヵ月分）

基本料金（１ヵ月分）

水道料金は、次の表に定めるところにより算出した額に、１００
分の１０５を乗じて得た額とする。ただし、その額に１円未満の
端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

水道料金は、下記表に定めるところにより算出した額に、１００
分の１０５を乗じて得た額とする。ただし、その額に１円未満の端
数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

備　考

備 考 備 考

水道料金は、次の表に定めるところにより算出した額に、１００分
の１０５を乗じて得た額とする。ただし、その額に１円未満の端数が
生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

備　考

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針

備　　　　　考

（案）　水道料金については、高富町の例による。ただし、中洞簡易水道雑用水使用料金については現行のとおりとする。

 水道臨時使用料金については、高富町の例による。

 使用水量の検針は隔月とし、水道料金の徴収は毎月とする。

基本料金（１ヵ月分）

２．富永簡易水道（給水区域　富永）

５ｍ3まで

産建水道専門部会

上水道関係事業（水道料金）

２０ｍ3

まで

５ｍ3まで

１． 谷合簡易水道（給水区域　葛原、田栗、谷合。ただ
し、８、９、１０、１１及び１２区を除く。）

８０円

５０円

【簡易水道】

美 山 町高 富 町

各種事務事業の取扱い 協議細目

【簡易水道】

伊 自 良 村
【上水道】
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産建水道専門部会 水道分科会
協 議 項 目

項 目
水 道 料 金

料率 超過料金

口径別 料　金 水　量 １ｍ3につき

１３㎜ １，５００円 ５ｍ3まで １００円

料率 超過料金

口径別 料　金 水　量 １ｍ3につき

１３㎜ １，０００円 ５ｍ3まで ５０円

料率 超過料金 備　考

口径別 料　金 水　量 １ｍ3につき 種　別

１３㎜ ２，０００円

２０㎜ ４，０００円

２５㎜ ６，０００円

３０㎜ １０，０００円

４０㎜ １５，０００円

５０㎜ ２０，０００円

２５㎜ ３０円 雑用水

料率 超過料金

口径別 料金 水量 １ｍ3につき

１３㎜ １，３００円

２０㎜ ２，６００円

２５㎜ ３，９００円

３０㎜ ５，４００円

４０㎜ ９，３００円

５０㎜ １４，４００円

７５㎜ ３２，０００円

休止期間 ４００円

備考

備　考

【上水道】

供用開始から平成１９年３月３１日まで

水道料金は、次の表に定めるところにより算出した額に、
１００分の１０５を乗じて得た額とする。ただし、その額に１円
未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるも
のとする。

備　考
基本料金（１ヵ月分）

基本料金（１ヵ月分）

飲用水

５ｍ3まで

４．北武芸簡易水道（給水区域　笹賀、徳永、佐野、青
波）

美山町においては、平成１５年度
以降、統合簡易水道整備事業に
よる新水源より給水を受ける地区
から順次、上水道料金体系に切
り替わる。さらに平成１９年度から
は、中洞簡易水道を除く全地域
が、上水道の新たな料金体系と
なる。

５．乾簡易水道（給水区域　乾）

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針

基本料金（１ヵ月分）

６．中洞簡易水道（給水区域　出口、中野、杉下、上ノ街
道）

備　　　　　考高 富 町 伊 自 良 村 美 山 町

５ｍ3まで １００円

調整の方針

各種事務事業の取扱い 協議細目 上水道関係事業（水道料金）

７０円

基本料金（１ヵ月分）
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水道分科会

協 議 項 目

項 目

水 道 料 金

料率 超過料金

口径別 料金 水量 １ｍ3につき

１３㎜ １，５００円

２０㎜ ３，０００円

２５㎜ ４，０００円

３０㎜ ６，０００円

４０㎜ １０，０００円

５０㎜ １５，０００円

７５㎜ ３５，０００円

休止期間 ４００円

水 道 料 金 検 針

水 道 料 金 徴 収

隔月検針 隔月検針

隔月徴収 隔月徴収

水 道 臨 時 使 用 料 金

・簡易水道については、通常料金と同じ。

・平成１５年度から順次供用が開始される上水道に
ついては、通常料金の５割増。

通常料金の３割増。

毎月徴収

毎月検針

通常料金と同じ。

調 整 の 方 針

伊 自 良 村

５ｍ3まで １００円

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針

備　　　　　考

各種事務事業の取扱い

高　　　　　　　富　　　　　　　町

産建水道専門部会

協議細目 上水道関係事業（水道料金）

美 山 町

基本料金（１ヵ月分）

平成１９年４月１日から

備考
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協 議 項 目 各種事務事業の取扱い

（参考） （例１）
口径１３㎜により２ヵ間で２０ｍ３を使用した場合

　上水道（平成１９年４月　１日から） ６，３００円 ３，０８７円 ３，２１３円

　上水道（平成１９年３月３１日まで） ４，９３５円 ３，０８７円 １，８４８円

中 洞 簡 易 水 道 ７，３５０円 ３，０８７円 ４，２６３円

美
山
町

谷 合 ・ 乾 簡 易 水 道 ３，６７５円 ３，０８７円

富 永 簡 易 水 道 ３，６７５円 ３，０８７円

北 武 芸 簡 易 水 道 ６，３００円 ３，０８７円

伊 自 良 村 ３，６７５円 ３，０８７円 ５８８円

現行水道料金 新市水道料金 差　引

高 富 町 ３，０８７円 ３，０８７円 0円

（例３）

口径１３㎜により２ヵ月間で６０ｍ３を使用した場合

６，４０５円

８，４００円

新市水道料金

４，７６７円

４，７６７円

４，７６７円

４，７６７円

４，７２５円

４，７２５円

８，４００円

９，４５０円

美
山
町

谷 合 ・ 乾 簡 易 水 道

富 永 簡 易 水 道

北 武 芸 簡 易 水 道

中 洞 簡 易 水 道

　上水道（平成１９年４月　１日から）

高 富 町

伊 自 良 村

現行水道料金

４，７６７円

５，５６５円

１，４０７円

１，４０７円

１，４０７円

0円

３７８円

１，２１８円

３，８４３円

２，７９３円　上水道（平成１９年４月　１日から）

美
山
町

１，４０７円

２，６２５円

高 富 町

伊 自 良 村

谷 合 ・ 乾 簡 易 水 道

５，２５０円

３，４６５円

１，４０７円

１，２１８円

現行水道料金 新市水道料金 差　引

１，４０７円

水道料金比較表

（例２）

４，２００円

２，６２５円

４，２００円

富 永 簡 易 水 道

北 武 芸 簡 易 水 道

中 洞 簡 易 水 道

　上水道（平成１９年３月３１日まで）

調 整 の 方 針

産建水道専門部会

１，４０７円

１，４０７円

１，７８５円

                高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針

１，４０７円 ２，０５８円

２，７９３円

口径１３㎜により２ヵ月間で４０ｍ３を使用した場合

４，７６７円 △　４２円

４，７６７円 ７９８円

△　４２円

５８８円

５８８円

３，２１３円

３，６３３円

差　引

0円

　上水道（平成１９年３月３１日まで） ４，７６７円 １，６３８円

４，７６７円 ４，６８３円

３，６３３円

水道分科会

協議細目 上水道関係事業（水道料金）
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水道分科会

協 議 項 目

項 目
加 入 分 担 金

 

　

　（山崎地区２２０，０００円）

【簡易水道】

１３㎜

２０㎜

１２７，５００円

２０４，０００円

口径別 金　　額 宅地１世帯、又は１戸当たりの１区画につき
１７６，０００円

【上水道】

１３㎜ １５０，０００円

３００，０００円

４５０，０００円

６００，０００円

８５０，０００円

２５㎜

３０㎜

４０㎜

金　　額

４０㎜

口径別

４５０，０００円

８５０，０００円

１，０００，０００円

２５㎜

４．北武芸簡易水道（給水区域　笹賀、徳永、佐
野、青波）

２０㎜ ３００，０００円

１５０，０００円１３㎜

２０㎜

３．富永簡易水道（給水区域　岩佐、中洞。ただ
し、上ノ街道、杉下、中野及び出口の一部を除
く。）

金　　額口径別６１２，０００円

１，０１９，５００円

【簡易水道】

３０６，０００円

４０８，０００円

協議細目 上水道関係事業（加入分担金）

美 山 町

（案） 水道加入分担金については、高富町の例による。ただし、中洞簡易水道雑用水については、１０２，０００円とする。

伊 自 良 村

管を閉栓し、同口径以下で供給を受ける場合に限る。）
臨時加入分担金は、廃止する。ただし、臨時使用の場合には、加入分担金相当額及び管理者が定める水道料金を予納するものとする。

高 富 町

 ２．富永簡易水道（給水区域　富永）

１，０００，０００円

５０㎜

                高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針

備　　　　　考

 

 

３０㎜

４０㎜

金　　額

１５０，０００円
１３㎜

５０㎜

５０㎜

口径別

７５㎜ ２，０３９，０００円

２５㎜

産建水道専門部会

調 整 の 方 針

１３㎜ １５０，０００円

新市において、上水道又は簡易水道の使用者が他で新たに上水道又は簡易水道の供給を受ける場合は、加入分担金を徴収しないものとする。（既設

１．谷合簡易水道（給水区域　葛原、田栗、谷
合。ただし、８、９、１０、１１及び１２区を除く。）

口径別 金　　額

各種事務事業の取扱い
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協 議 項 目

項 目
加 入 分 担 金

　

臨時加入（期間１年未満）

金　　額

４０㎜

５０㎜

臨時加入分担金

２５㎜

           ７５㎜以上

口径別

金　　額

１５０，０００円

４５０，０００円

５．乾簡易水道（給水区域　乾）

１，０００，０００円

６００，０００円

８５０，０００円

７．中洞簡易水道（雑用水）

１，０００，０００円

各種事務事業の取扱い

口径別 金　　額

協議細目 上水道関係事業（加入分担金）

美 山 町高 富 町

調 整 の 方 針

１３㎜ １５０，０００円

伊 自 良 村

２５㎜ １５０，０００円

３００，０００円

金　　額

２０㎜

                高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針

備　　　　　考

口径別

５０㎜

１３㎜

６．中洞簡易水道（給水区域　出口、杉下、中
野、上ノ街道）

２０㎜

金　　額口径別

【上水道】（平成１５年度から順次供用開始）

口径別

１３㎜

１，５００，０００円

３０㎜

１３㎜ ２０，０００円

水道分科会

８５０，０００円

２５㎜

３０㎜

４０㎜

産建水道専門部会

３００，０００円

４５０，０００円

６００，０００円

１５０，０００円
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基盤整備分科会

使用料金は、次の表に定めるところによる。

金額（１ヵ月） 加算料金

３，６７５円 （１ヵ月１人あたり）

３，６７５円

 種　別 使用人員 金額（１ヵ月）

１人～　１０人 ３，６７５円

１１人～　３０人 ５，２５０円

３１人～　５０人 ８，４００円 １，０００円 １人～　　５人

５１人～１００人 １０，５００円 ２，０００円 ６人～　１０人

１０１人以上 ２１，０００円 ３，０００円 １１人～　２０人

４，０００円 ２１人～　３０人

５，０００円 ３１人～　４０人

６，０００円 ４１人～　５０人

７，０００円 ５１人～　７５人

８，０００円 ７６人～１００人

１８，０００円 １０１人以上

算定式 算定式

ｎ＝０．０７５×ａ ｎ＝０．０４×ａ

ｎ＝０．８０×ａ

ｎ＝０．７２×ａ ｎ＝０．４×ａ

ｎ＝０．０４×ａ

ｎ＝０．３６×ａ

ｎ＝０．０６×ｂ ｂ：給食数

ｎ＝０．０４×ａ

備　　　　　考

各種事務事業の取扱い

美 山 町

事業所等

５００円

基本料金
（１ヵ月）

種　別

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針

協 議 項 目 下水道関係事業

（案）　農業集落排水施設使用料金については、当分の間、現行のとおりとする。ただし、負担の公平性の観点から、新市において、従量制による料金体系の構築を図る。

協議細目

調 整 の 方 針
 新規加入負担金については、高富町の例による。

一般住宅及び宿泊を
伴う施設等

種　別

２，０００円
共同住宅（１世帯）

施 設 使 用 料 金

高 富 町

一般住宅

使用人員

　 使用料金は、次の表により算出された額に１００分の
１０５を乗じて得た額とする。ただし、その額に１円未満の端
数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

産建水道専門部会

種　別

項 目 伊 自 良 村

事業所等の処理対象人員の算定基準

事業所等 ２，０００円

理 容 院 ・ 美 容院

集 会 場 ・ 寺

店舗関係

仕 出 し

マ － ケ ッ ト

算定単位

業務用厨房設
備を設ける場合

業務用厨房設
備を設けない場
合

基本料金
（１ヵ月）

加算料金
（１ヵ月）

喫 茶 店

店 舗

喫 茶 店

飲 食 店

ｎ：人  員
ａ：建築延べ面積

ｎ＝０．０６×ａ

ｎ＝０．０７５×ａ

ａ：建築延べ面積

ｎ：人  員

事務所関係

事業所等（併用住宅を含む）の処理対象人員の算定基準

施設区分

集会場施設関係

施設区分

店舗関係

算定単位

ｎ：人  員

ａ：建築延べ面積料 理 店

ｎ：人  員

ａ：建築延べ面積
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基盤整備分科会

ｎ＝０．１×ａ

ｎ=０．０４×ａ ｎ:人  員

ｎ=０．０３×ａ

事務所関係

２４２，０００円新規加入負担金 ２６２，５００円

産建水道専門部会

施 設 使 用 料 金

高 富 町

医療施設関係 ｎ：人  員

美 山 町項 目

協 議 項 目 下水道関係事業協議細目

調 整 の 方 針

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針

備　　　　　考

各種事務事業の取扱い

伊 自 良 村

医 院 ・ 診 療 所 ａ：建築延べ面積

娯楽施設関係 ｎ：人  員

イ 業務用厨房設備を設
ける場合

ロ 業務用厨房設備を設
けない場合

ａ：建築延べ面積

ｔ：時間　　公　園 ２

ｎ＝（２０×ｃ＋
１２０×ｕ）÷８
×ｔ×０．１６

公園 ・ グ ラウ ンド ｃ：大便器数

ｕ：小便器数

グラウンド１
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産建水道専門部会 基盤整備分科会

農業集落排水施設

赤尾地区 左岸地区

平成6年4月1日 平成11年4月1日

１　箇　所 １　箇　所

４，０１１ｍ ２３，９９８ｍ

２３．０ｈａ １８７．０ｈａ

５３０人 ２，９８０人

１２６件 ３９９件

梅原地区 右岸地区

平成10年4月1日 平成13年4月1日

１　箇　所 １　箇　所

２１，８２５ｍ １７，９８０ｍ

２００．４ｈａ １８０．６ｈａ

１，６１０人 １，５９０人

３６０件 １２６件

大桑地区

平成12年4月1日

１　箇　所

２４，４２６ｍ

２２１．２ｈａ

２，２００人

２４７件

桜尾地区

平成15年4月1日

１　箇　所

１６，５５７ｍ

１４７．３ｈａ

１，６７０人

供 用 開 始 日

処 理 場

供 用 開 始 日

供 用 開 始 日

区 域 名 称

計 画 処 理 人 口

受 益 面 積

処 理 場

管 路 延 長

処理件数（２月末）

農業集落排水施設

供 用 開 始 日

供 用 開 始 日

各種事務事業の取扱い 協議細目 下水道関係事業

伊 自 良 村

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針

備　　　　　考高　　　　　　　富　　　　　　　町

受 益 面 積

区 域 名 称

処 理 場

処理件数（２月末）

管 路 延 長

受 益 面 積

協 議 項 目

調 整 の 方 針

項 目
農 業 集 落 排 水 施 設

計 画 処 理 人 口

計 画 処 理 人 口

処理件数（２月末）

受 益 面 積

処理件数（２月末）

供用開始（予定）日

（ 計 画 ） 管 路 延 長

処理件数（２月末）

計 画 処 理 人 口

管 路 延 長

区 域 名 称

処 理 場

区 域 名 称

管 路 延 長

受 益 面 積

処理件数（２月末）

計 画 処 理 人 口

区 域 名 称

処 理 場

美 山 町

処 理 場

管 路 延 長

計 画 処 理 人 口

受 益 面 積

区 域 名 称
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割　合 割　合 割　合

高 富 町 947 23.66% ～10歳 351 8.77% 応募用紙 571 14.27%

伊 自 良 村 411 10.27% 11～20歳 421 10.52% 専用ハガキ 1,399 34.96%

美 山 町 390 9.75% 21～30歳 316 7.90% 官製ハガキ 975 24.36%

小 中 学 生 561 14.02% 31～40歳 316 7.90% Ｆ　Ａ　Ｘ 172 4.30%

小 計 2,309 57.70% 41～50歳 453 11.32% インターネット 256 6.40%

626 15.64% 51～60歳 521 13.02% 小・中学校 561 14.02%

429 10.72% 61～70歳 780 19.49% そ　の　他 68 1.70%

285 7.12% 71歳～ 553 13.82% 計 4,002 100.00%

350 8.75% 不　　詳 291 7.27%

3 0.07% 計 4,002 100.00%

4,002 100.00%

県外(愛知県・三重県を除く)

海　　　　　　外

応  募  方  法

計

応　募　者　住　所

山
県
郡

応 募 者 年 齢

岐　　　阜　　　市

県　内 (岐阜市除く)

愛知県・三重県

新 市 名 称 候 補 募 集 結 果

応 募 者 の 住 所 別 状 況

海外

高富町

岐阜市

美山町

伊自良村

小・中学生

県外

愛知・三重

県内 山県郡

応 募 者 の 年 齢 別 状 況

～10歳

11～20歳

21～30歳

不詳

71歳～

61～70歳

51～60歳
41～50歳

31～40歳

 応 募 方 法 別 の 状 況

小・中学校
応募用紙

官製ハガキ

ＦＡＸ

専用ハガキ

インターネット

その他



合併協議会視察受入実績（予定）状況
平成１４年４月１日現在

１．実績（平成１３年８月１日～平成１４年３月３１日）

視察研修者数月 日 視 察 団 体 名

８月１６日 海津郡サンリバ－広域連合 ４名

９月 ４日 本巣町・糸貫町・真正町・根尾村 ６名

９月１２日 山梨県豊富村議会 １５名

飛騨地域振興局益田事務所 ４名

１０月 ４日 徳島県中央地域行政総合会議 ２０名

１０月１０日 岡山県矢掛町議会 ２３名

１０月２３日 山梨県境川村議会 １６名

１０月２４日 長崎県川棚町議会 ２１名

１０月２５日 群馬県鬼石町議会 １８名

１０月３０日 長野県佐久町 １５名

１１月 ２日 三重県伊勢志摩地区広域市町村圏協議会 １１名

１１月 ６日 静岡県伊豆長岡町議会 ２０名

１１月 ７日 長野県佐久広域連合議員 ３４名

１１月１２日 石川県羽咋郡市広域圏事務組合 ３５名

１１月１３日 石川県市町村職員、市町村議員等 ４０名

１１月１５日 福島県双葉地方広域市町村圏組合 ８名

１２月１０日 山梨県南部町議会 １７名

１月１７日 広島県世羅町議会 ９名

１月２１日 下呂町議会 １３名

１月２５日 長野県東筑摩郡町村会 １１名

１月２９日 福井県今庄町、南条町、河野村合併研究会 １４名



視察研修者数月 日 視 察 団 体 名

２月 ６日 石川県能登島町 ３３名

２月 ７日 福井県市町村職員 ２９名

２月１２日 山梨県富沢町議会 １６名

２月１４日 奈良県山添町議会 １８名

奈良県新庄町 ３名

２月２６日 八幡町議会 １０名

３月 ６日 三重県志摩地域合併研究会事務局 １０名

３月１３日 郡上郡町村合併検討研究会 ２名

３月１９日 石川県志賀町 １６名

３月２７日 益田郡合併調査室 ５名

３月２８日 石川県田鶴浜町 １５名

２．予定（平成１４年４月１日～）

視察研修予定者数月 日 視 察 団 体 名

予定無し




